
瑕
疵
担
保
責
任
の
比
較
法
的
考
察
（
二
）

｜
｜
日
本
・
フ
ラ
ン
ス
・
Ｅ
Ｕ
｜
｜

野

澤

正

充

序

章

本
稿
の
課
題
と
対
象

第
一
章

日
本
法
⑴
｜
｜
法
定
責
任
説
と
判
例
法
の
形
成

第
一
節

起
草
者
の
見
解
と
そ
の
評
価
（
以
上
七
三
号
）

第
二
節

法
定
責
任
説
の
形
成

第
一
款

民
法
典
制
定
直
後
の
見
解

第
二
款

大
正
期
の
見
解
｜
｜
法
定
責
任
説
の
登
場

第
三
款

明
治
・
大
正
期
の
学
説
の
ま
と
め
（
以
上
本
号
）

第
三
節

大
審
院
大
正
一
四
年
判
決
と
そ
の
評
価

第
四
節

最
高
裁
昭
和
三
六
年
判
決
の
理
解

第
二
章

日
本
法
⑵
｜
｜
債
務
不
履
行
責
任
説
の
台
頭
と
展
開

第
三
章

フ
ラ
ン
ス
法
⑴
｜
｜
一
九
八
六
年
ま
で

第
四
章

フ
ラ
ン
ス
法
⑵
｜
｜
一
九
八
六
年
以
降

第
五
章

総
括
と
展
望

改丁
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第
一
章

日
本
法
⑴
｜
｜
法
定
責
任
説
と
判
例
法
の
形
成

第
二
節

法
定
責
任
説
の
形
成

第
一
款

民
法
典
制
定
直
後
の
見
解

一

序

説

前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
民
法
の
起
草
者
（
梅
）
は
、
瑕
疵
担
保
責
任
と
債
務
不
履
行
責
任
と
を
一
元
的
に
捉
え
、
売
主
が
目
的
物

の
瑕
疵
を
知
ら
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
ま
さ
に
そ
の
点
に
売
主
の
過
失
（「
知
ラ
ザ
ル
過
失
」）
が
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
そ
し
て
、
民

法
典
制
定
直
後
の
見
解
も
、
瑕
疵
担
保
責
任
に
関
し
て
は
、
基
本
的
に
は
起
草
者
の
見
解
に
従
い
、
そ
れ
を
債
務
不
履
行
責
任
の
一
つ

と
し
て
位
置
づ
け
て

１
）

い
る
。
こ
の
結
論
は
、
こ
の
時
期
の
「
学
者
の
関
心
」
が
、
民
法
典
の
「
解
説
や
注
釈
に
向
け

２
）

ら
れ
」
て
い
た
た

め
、
当
然
で
あ
る
と
も
解
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
見
解
を
仔
細
に
み
る
と
、
必
ず
し
も
起
草
者
の
理
解
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
て
い
た

わ
け
で
は
な
く
、
後
の
法
定
責
任
説
に
も
通
ず
る
理
解
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

ま
ず
、「
起
草
者
の
考
え
方
を
窺
う
一
つ
の
参
考

３
）

資
料
」
と
な
る
、
松
波
仁
一
郎
・
仁
保
亀
松
・
仁
井
田
益
太
郎
の
三
氏
に
よ
る

『
帝
国
民
法
正
解
』
は
、
前
節
に
お
い
て
も
触
れ
た
よ

４
）

う
に
、
瑕
疵
担
保
責
任
が
物
の
瑕
疵
に
つ
い
て
の
売
主
の
告
知
義
務
違
反
に
基

づ
く
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
に
加
え
て
、
同
書
は
、「
公
益
上
ヨ
リ
論
ズ
ル
モ
、
売
主
ニ
此
義
務
ヲ
負
ハ
シ
メ
ザ
レ
バ
、

吾
人
ノ
間
ニ
安
堵
シ
テ
物
ノ
売
買
ヲ
為
ス
ヲ
得
ザ
ル
ニ
至
ル
ベ
シ
」（
以
下
、
片
仮
名
表
記
の
引
用
文
に
お
け
る
句
読
点
は
、
筆
者
に
よ
る
）

と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
瑕
疵
担
保
責
任
が
、「
安
堵
シ
テ
物
ノ
売
買
」
を
す
る
と
い
う
「
公
益
」
に
資
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
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さ
れ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
よ
う
。

し
か
し
、
こ
の
時
期
に
お
い
て
最
も
注
目
さ
れ
る
の
は
、
次
の
岡
松
参
太
郎
博
士
の
見
解
で
あ
る
。
同
博
士
は
、
後
に
い
わ
ゆ
る

「
特
定
物
の
ド
グ
マ
」
を
肯
定
し
、
法
定
責
任
説
の
先
駆
け
と
な
る
が
、
そ
の
兆
し
は
、
す
で
に
『
註
釈
民
法
理
由
（
下
）
債
権
編
』

（
明
治
三
〇
〔
一
八
九
七
〕
年
）
の
中
に
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

二

『
註
釈
民
法
理
由
』（
岡
松
参
太
郎
）
の
注
釈

⑴

法
的
性
質
｜
｜
債
務
不
履
行

ま
ず
、
瑕
疵
担
保
責
任
の
法
的
性
質
に
関
し
て
、
岡
松
博
士
は
、
そ
れ
が
売
主
の
「
義
務
不
履
行
ノ
効
果
」
で
あ
る
と
す
る
。
す
な

わ
ち
、
瑕
疵
担
保
（
五
七
〇
条
）
と
追
奪
担
保
（
五
六
一
条
）
と
を
対
比
し
、「
二
種
ノ
担
保
ハ
共
ニ
契
約
ニ
基
ヅ
キ
、
其
効
果
ハ
義
務

不
履
行
ノ
効
果
タ
ル
ベ
キ
モ
ノ
」
で
あ
る
と

５
）

す
る
。
も
っ
と
も
、「
豊
富
な
外
国
法
、
外
国
文
献
を

６
）

引
用
」
す
る
同
書
は
、
瑕
疵
担
保

責
任
に
関
す
る
「
従
来
ノ
法
制
」
に
は
、
次
の
二
つ
の
も
の
が
あ
る
と
す
る
。
一
つ
は
、「
全
ク
特
別
ノ
規
定
ヲ
設
ケ
」
る
法
制
で
あ

り
、
そ
の
例
と
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
、
イ
タ
リ
ア
、
ド
イ
ツ
民
法
草
案
、
イ
ギ
リ
ス
動
産
売
買
法
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
も
う
一
つ

は
、「
多
少
ノ
程
度
ニ
於
テ
追
奪
担
保
〔
一
部
欠
缺
〕
ノ
規
則
ヲ
準
用
」
す
る
法
制
で
あ
り
、
プ
ロ
イ
セ
ン
や
オ
ー
ス
ト
リ
ア
な
ど
の

民
法
典
が
こ
れ
に
属
す
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
日
本
民
法
は
、「
第
二
ノ
主
義
ヲ
採
リ
、
売
買
ノ
目
的
物
上
ニ
他
人
ノ
権
利
存
在
ス
ル

場
合
ニ
於
ケ
ル
追
奪
担
保
ニ
関
ス
ル
五
六
六
ノ
規
定
ヲ
準
用
ス
ベ
キ
者
」
と

７
）

し
た
。
そ
の
理
由
は
、「
第
一
ノ
主
義
」
が
、「
沿
革
上
」

お
よ
び
「
法
理
上
ノ

８
）

理
由
」
に
よ
り
、
追
奪
担
保
と
瑕
疵
担
保
を
「
其
性
質
効
果
ニ
於
テ
全
ク
相
異
ナ
ル
モ
ノ
ト
」
す
る
が
、
日
本
民

法
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
両
者
を
い
ず
れ
も
「
義
務
不
履
行
ノ
効
果
」
で
あ
る
と
し
、「
瑕
疵
担
保
ニ
関
シ
特
別
ノ
規
定
ヲ
設
ク
ル
ノ

必
要
ナ
ク
、
追
奪
担
保
ニ
関
ス
ル
規
定
中
適
当
ナ
ル
モ
ノ
ヲ
撰
ビ
テ
之
ヲ
準
用
ス
ル
ヲ
、
簡
且
便
ナ
リ
」
と
し
た
こ
と
に
基

９
）

づ
く
と
す

る
。
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右
は
、
瑕
疵
担
保
責
任
に
五
六
六
条
を
準
用
す
る
方
が
「
極
メ
テ
簡
便
デ
ア
ル
」
と
し
た
、
起
草
者
（
梅
）
の

10
）

見
解
を
敷
衍
す
る
。

そ
の
意
味
で
は
、『
註
釈
民
法
理
由
』
は
民
法
典
の
注
釈
書
（
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
）
で
あ
り
、
そ
の
役
割
を
果
た
し
た
も
の
で
あ
る
と
い

え
よ
う
。
し
か
し
、
こ
の
点
に
、
岡
松
博
士
自
ら
の
見
解
が
ど
の
程
度
反
映
し
て
い
る
の
か
は
、
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。

⑵

目
的
物
の
特
定
｜
｜
危
険
負
担
と
の
関
係

当
然
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
瑕
疵
担
保
責
任
を
生
じ
る
た
め
に
は
、
売
買
の
目
的
物
に
（
隠
れ
た
）
瑕
疵
の
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。
こ
の
瑕
疵
の
概
念
を
、
岡
松
博
士
は
客
観
的
に
捉
え
、「
瑕
疵
ト
ハ
、
売
買
ノ
目
的
タ
ル
物
ガ
通
常
ニ
有
ス
ベ
キ
性
質
ノ
欠
缺
ニ

シ
テ
、
之
ニ
因
リ
其
物
ノ
価
値
ヲ
害
ス
ベ
キ
モ
ノ
ナ
リ
」
と

11
）

す
る
。
そ
の
前
提
と
し
て
は
、「
何
ガ
売
買
ノ
目
的
ナ
ル
カ
ヲ
定
ム
ル
ヲ

要
シ
」、
そ
の
た
め
に
は
、「
当
事
者
ノ
意
思
ヲ
解
釈
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
解
釈
に
際
し
て
は
、「
法
律
行
為
ノ
性
質
、
当
事

者
、
時
期
、
場
所
、
代
金
等
ニ
注
意
ス
ベ
シ
」
と
す
る
。
そ
し
て
、「
不
特
定
物
ニ
付
キ
意
思
明
カ
ナ
ラ
ザ
ル
ト
キ
ハ
、
中
等
ノ
品
質

ヲ
有
ス
ル
物
ヲ
目
的
ト
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
〔
四
〇
一
〕」
と
述
べ
て

12
）

い
る
。

右
の
記
述
か
ら
は
、
岡
松
博
士
が
、
特
定
物
の
み
な
ら
ず
、
不
特
定
物
に
も
瑕
疵
担
保
責
任
の
適
用
が
あ
る
と
解
し
て
い
た
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
る
。
た
だ
し
、
不
特
定
物
に
つ
い
て
は
、
そ
の
特
定
が
問
題
と
な
り
、
岡
松
博
士
は
、
こ
れ
を
危
険
の
移
転
時
期
の
問
題

と
し
て
捉
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
瑕
疵
ハ
危
険
移
転
ノ
当
時
ニ
存
在
シ
タ
」
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
点
に

つ
い
て
は
、
次
の
二
つ
の
立
法
例
が
あ
る
と
す
る
。
一
つ
は
、
瑕
疵
が
「
契
約
ノ
当
時
ニ
存
在
ス
ル
コ
ト
」
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
フ

ラ
ン
ス
民
法
の
立
場
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、「
引
渡
ノ
当
時
ニ
存
在
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
」
と
す
る
ド
イ
ツ
民
法
（
四
五
九
条
）
の
立

場
で
あ
る
。
し
か
し
、
岡
松
博
士
は
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
の
立
場
が
、「
特
定
物
ノ
場
合
ニ
ハ
可
」
で
あ
る
が
、「
不
特
定
物
ノ
場
合
ニ

ハ
」
妥
当
せ
ず
、
ま
た
、
ド
イ
ツ
民
法
の
立
場
も
、「
引
渡
ニ
因
リ
権
利
ヲ
移
転
」
し
な
い
わ
が
民
法
で
は
、
採
用
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
と

13
）

す
る
。
結
局
、
岡
松
博
士
は
、
わ
が
民
法
に
は
こ
の
問
題
に
関
す
る
明
文
が
な
く
、
瑕
疵
は
、「
危
険
移
転
ノ
当
時
」
に
存
在

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、「
危
険
移
転
シ
タ
ル
後
ニ
生
ジ
タ
ル
瑕
疵
ハ
、
買
主
之
ヲ
負
担
セ
ザ
ル
」
を
え
な
い
か
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ら
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
①
特
定
物
の
売
買
に
お
い
て
は
、「
契
約
ノ
当
時
」
が
基
準
と
な
り
、
ま
た
、
②
不
特
定
物
の
売
買
で
は
、

五
三
四
条
二
項
お
よ
び
四
〇
一
条
二
項
の
適
用
に
よ
り
、「
売
主
ガ
引
渡
ニ
必
要
ナ
ル
行
為
ヲ
完
了
シ
又
ハ
買
主
ノ
同
意
ヲ
以
テ
給
付

ス
ベ
キ
物
ヲ
指
定
シ
タ
ル
当
時
ニ
存
在
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
」
と

14
）

す
る
。

も
っ
と
も
、
岡
松
博
士
は
、
瑕
疵
が
契
約
時
に
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
フ
ラ
ン
ス
民
法
の
見
解
と
し
て
、「
オ
ー
ブ
リ

ー
及
ビ
ロ
ー
」
の
体
系
書
を
参
照

15
）

し
た
。
そ
し
て
確
か
に
、
岡
松
博
士
が
参
照
し
た
オ
ー
ブ
リ
ー

A
u
b
ry

）＝

ロ
ー

R
a
u

）
の
体
系
書

で
は
、「
す
で
に
契
約
時
に
存
在
し
た
瑕
疵
に
つ
い
て
し
か
、
売
主
は
責
任
を
負
わ
な
い
」
と
さ
れ
て

16
）

い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
特
定

物
の
売
買
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
同
書
に
は
記
述
が
な
い
が
、
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
学
説
（
註
釈
学
派
）
は
、
一
般
に
、
不

特
定
物
の
売
買
（v

en
te d

e ch
o
ses in g

en
ere

）
に
お
い
て
は
、
特
定
（in

d
iv
id
u
a
lisa

tio
n

）
の
時
に
目
的
物
の
所
有
権
が
売
主
か
ら

買
主
に
移
転
し
、
そ
れ
に
伴
っ
て
危
険
も
買
主
に
移
転
す
る
と
解
し
て

17
）

い
た
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
岡
松
博
士
の
見
解
は
、
基
本
的
に

は
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
当
時
の
見
解
と
一
致
し
、
特
定
物
に
つ
い
て
は
契
約
時
に
、
ま
た
、
不
特
定
物
は
特
定
の
時
（
四
〇
一
条
二
項
）

に
買
主
に
危
険
が
移
転
す
る
た
め
、
そ
の
時
ま
で
に
存
在
し
た
瑕
疵
に
つ
い
て
売
主
が
担
保
責
任
を
負
う
と
す
る
も
の
で

18
）

あ
る
。

⑶

売
主
の
無
過
失
責
任

右
の
よ
う
に
、
瑕
疵
担
保
責
任
を
危
険
負
担
の
問
題
で
あ
る
と
す
る
と
、
論
理
的
に
は
、
買
主
に
危
険
が
移
転
す
る
ま
で
の
間
は
、

売
主
が
た
と
え
無
過
失
で
あ
っ

19
）

て
も
、
目
的
物
に
つ
い
て
生
じ
た
瑕
疵
に
関
し
て
は
、
売
主
が
責
任
を
負
う
こ
と
と
な
る
。
こ
の
点
に

つ
き
、
岡
松
博
士
も
、「
売
主
ガ
、
其
瑕
疵
ヲ
知
リ
タ
ル
ト
否
ト
、
又
過
失
ア
ル
ト
否
ト
ヲ
」
問
わ
な
い
と
し
、
善
意
の
売
主
に
も
瑕

疵
担
保
責
任
を
認
め
る
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
一
六
四
三
条
を
引
用
す
る
。

他
方
、
買
主
は
、
瑕
疵
を
知
ら
な
い
こ
と
が
要
件
と
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、「
瑕
疵
ア
ル
コ
ト
ヲ
知
リ
テ
之
ヲ
買
受
ケ
タ
ル
買
主
ハ
、

瑕
疵
担
保
ヲ
抛
棄
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
」
み
な
さ
れ
る
か
ら
で

20
）

あ
る
。

な
お
、
瑕
疵
担
保
責
任
に
お
け
る
損
害
賠
償
に
つ
い
て
、
岡
松
博
士
は
、「
代
金
ヲ
標
準
ト
セ
ズ
」
に
、
民
法
四
一
六
条
に
従
っ
て
、
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逸
失
利
益
な
ど
の
賠
償
も
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
と

21
）

す
る
。
た
だ
し
、
本
来
は
、「
隠
レ
タ
ル
瑕
疵
ア
ル
ガ
為
メ
、
便
宜
ヲ
失
フ
割
合

ニ
応
ジ
テ
代
価
ノ
減
少
ヲ
請
求
ス
ル
」
の
が
、「
公
平
」
で
あ
り
、
か
つ
、「
五
六
三
、
五
六
五
等
ト
其
権
衡
ヲ
得
タ
」
も
の
で
あ
る
と

す
る
。
し
か
し
、「
便
益
ヲ
失
フ
割
合
ヲ
決
シ
代
価
ノ
減
少
ヲ
計
算
ス
ル
コ
ト
極
メ
テ
困
難
ナ
ル
ヲ
以
テ
、
本
法
ハ
、
実
際
ノ
便
宜
上

買
主
ニ
代
価
ノ
減
少
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
許
サ
ズ
」
と

22
）

し
た
。
こ
れ
は
、
代
金
減
額
請
求
権
を
認
め
る
の
が
適
当
で
は
あ
る
が
、
実
際

上
の
困
難
か
ら
、
そ
れ
を
認
め
な
い
と
す
る
起
草
者
の
見
解
に
従
う
も
の
で
あ
る
。

三

そ
の
他
の
明
治
期
の
見
解

⑴

横
田
秀
雄
博
士
の
見
解

岡
松
博
士
の
見
解
を
ほ
ぼ
踏
襲
し
た
の
は
、
横
田
秀
雄
博
士
で
あ
っ
た
。
同
博
士
は
、「
瑕
疵
担
保
ノ
義
務
モ
亦
タ
、
追
奪
担
保
ノ

義
務
ト
等
シ
ク
、
売
主
ガ
買
主
ニ
対
シ
テ
負
フ
所
ノ
財
産
権
移
転
ノ
義
務
ヨ
リ
生
ズ
ル
結
果
タ
ル
ニ
外
ナ
ラ
ズ
」
と
し
、
瑕
疵
担
保
責

任
を
債
務
不
履
行
責
任
で
あ
る
と

23
）

す
る
。

し
か
し
、
横
田
博
士
も
、
瑕
疵
担
保
責
任
の
要
件
の
一
つ
と
し
て
、「
目
的
物
ノ
瑕
疵
ハ
危
険
移
転
ノ
当
時
存
在
」
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
し
、
危
険
負
担
と
の
関
係
を
論

24
）

ず
る
。
す
な
わ
ち
、
特
定
物
の
売
買
に
お
い
て
は
、「
危
険
ハ
契
約
成
立
ト
同
時
ニ
債
権
者

ニ
移
転
」
す
る
た
め
、「
担
保
責
任
ノ
原
因
ト
ナ
ル
ベ
キ
瑕
疵
」
は
、
契
約
成
立
の
時
に
存
在
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す

る
。
そ
し
て
、
契
約
成
立
後
に
生
じ
た
瑕
疵
は
、
売
主
の
過
失
に
基
づ
く
も
の
で
な
い
な
ら
ば
、「
買
主
ノ
損
失
ニ
帰
シ
、
売
主
ニ
於

テ
其
責
ニ
任
ゼ
ザ
ル
モ
ノ
」
と

25
）

す
る
。
ま
た
、
不
特
定
物
の
売
買
に
お
い
て
は
、
目
的
物
が
契
約
成
立
時
に
は
「
未
ダ
確
定
セ
ズ
、
目

的
物
ノ
引
渡
、
目
的
物
ノ
協
定
及
ビ
履
行
ヲ
為
ス
ニ
必
要
ナ
ル
行
為
ノ
完
了
ニ
依
リ
テ
始
メ
テ
確
定
ス
ル
」
た
め
、
目
的
物
に
関
す
る

危
険
も
こ
の
時
に
、
債
権
者
で
あ
る
買
主
に
移
転
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
売
主
は
、「
目
的
物
ノ
引
渡
、
其
協
定
、
履
行
行
為
完
了
ノ

当
時
」
に
お
い
て
存
在
す
る
目
的
物
の
瑕
疵
に
対
し
て
責
任
を
負
い
、
そ
の
後
に
生
じ
た
瑕
疵
に
つ
い
て
は
責
任
を
負
う
こ
と
は
な
い

88

立教法学 第74号（2007)



と

26
）

す
る
。

そ
し
て
、
横
田
博
士
も
、
瑕
疵
担
保
責
任
が
売
主
の
無
過
失
責
任
で
あ
る
こ
と
を
明
言
す
る
。
す
な
わ
ち
、
売
主
は
、「
瑕
疵
ノ
存

在
ヲ
知
リ
タ
ル
ト
否
ト
ニ
拘
ハ
ラ
ズ
、
常
ニ
担
保
ノ
責
ニ
任
ジ
、
其
善
意
無
過
失
ナ
ル
ヲ
理
由
ト
シ
テ
責
任
免
脱
ヲ
主
張
ス
ル
」
こ
と

は
で
き
な
い
と
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
売
主
が
瑕
疵
の
な
い
も
の
と
し
て
目
的
物
を
売
却
し
た
以
上
は
、
そ
の
瑕
疵
に
つ
い
て
買
主
に
対

し
て
責
任
を
負
う
こ
と
が
、「
売
買
契
約
ヨ
リ
生
ズ
ル
当
然
ノ
結
果
」
だ
か
ら
で
あ
り
、
民
法
も
、
売
主
の
故
意
ま
た
は
過
失
を
担
保

責
任
の
要
件
と
し
て
い
な
い
と

27
）

す
る
。

以
上
の
横
田
博
士
の
見
解
は
、
瑕
疵
担
保
責
任
を
債
務
不
履
行
責
任
で
あ
る
と
し
つ
つ
も
、
目
的
物
の
危
険
（
給
付
危
険
な
い
し
履

行
危
険
）
が
買
主
に
移
転
す
る
前
に
生
じ
た
瑕
疵
に
関
し
て
は
売
主
が
無
過
失
責
任
を
負
い
、
そ
の
後
の
瑕
疵
に
つ
い
て
は
、
売
主
は

過
失
が
な
け
れ
ば
責
任
を
負
わ
な
い
と
す
る
点
で
、
岡
松
博
士
の
見
解
と
軌
を
一
に

28
）

す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
横
田
博
士
の
見
解

は
、
そ
の
著
作
が
「
大
正
期
に
至
る
ま
で
多
数
の
版
を
重

29
）

ね
た
」
こ
と
と
も
相
ま
っ
て
、
当
時
の
通
説
を
形
成
す
る
こ
と
と
な
る
。

⑵

法
定
責
任
説
の
萌
芽

明
治
期
に
お
い
て
も
、
ド
イ
ツ
の
学
説
を
参
照
し
、
い
わ
ゆ
る
「
特
定
物
の
ド
グ
マ
」
を
認
め
て
、
瑕
疵
担
保
責
任
を
法
定
責
任
で

あ
る
と
主
張
す
る
見
解
が
登
場
す
る
。
も
っ
と
も
、
当
時
の
通
説
的
見
解
は
、
起
草
者
の
見
解
に
従
い
、
瑕
疵
担
保
責
任
を
債
務
不
履

行
責
任
で
あ
る
と
捉
え
た
た
め
、
明
治
期
の
法
定
責
任
説
は
、
こ
の
よ
う
な
通
説
と
の
相
克
に
苦
し
む
こ
と
と
な
る
。

伴
房
次
郎
博
士
の
見
解
｜
｜
「
特
定
物
の
ド
グ
マ
」
の
承
認

ま
ず
、
明
治
三
八
（
一
九
〇
五
）
年
に
公
に
さ
れ
た
伴
房
次
郎
博
士
の
見
解
は
、
特
定
物
の
売
買
に
お
い
て
、
目
的
物
が
「
契
約
締

結
ノ
当
時
既
ニ
瑕
疵
ヲ
有
シ
タ
ル
場
合
」
に
は
、「
理
論
上
、
其
瑕
疵
ア
ル
物
ノ
給
付
ハ
、
完
全
ナ
ル
履
行
ナ
リ
ト
言
ハ
ザ
ル
」
を
え

な
い
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、「
瑕
疵
履
行
ハ
不
履
行
ニ
非
ズ
」
と
い
う
。
な
ぜ
な
ら
、「
特
定
物
ノ
特
定
物
タ
ル
所
以
ハ
、
当
事
者
ガ
之

ヲ
総
テ
他
ノ
物
ト
区
別
シ
、
個
別
的
ノ
標
目
ニ
依
リ
テ
之
ヲ
債
権
ノ
目
的
物
ト
指
示
ス
ル
」
こ
と
に
あ
り
、「
特
定
物
ヲ
買
フ
者
ハ
、
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其
物
ガ
有
ス
ル
瑕
疵
ト
共
ニ
之
ヲ
買
フ
モ
ノ
ト
言
ハ
ザ
ル
」
を
え
な
い
か
ら
で

30
）

あ
る
。
し
か
し
、「
瑕
疵
ノ
有
無
ハ
代
金
ノ
算
定
ニ
影

響
ヲ
及
ボ
シ
、
又
売
買
契
約
ニ
依
リ
有
償
取
得
ヲ
為
ス
ベ
キ
ヤ
否
ヤ
ノ
決
意
ニ
」
も
大
き
く
影
響
す
る
た
め
、「
法
律
ヲ
以
テ
之
ヲ
保

護
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
」
と

31
）

す
る
。

右
の
よ
う
に
、
伴
博
士
は
、
特
定
物
の
売
買
に
お
い
て
、
売
主
が
瑕
疵
の
あ
る
物
を
給
付
し
て
も
「
完
全
ナ
ル
履
行
」
と
な
る
と

の
、
い
わ
ゆ
る
「
特
定
物
の
ド
グ
マ
」
を
肯
定
す
る
。
そ
し
て
、
売
主
は
、
債
務
不
履
行
責
任
を
負
う
こ
と
は
な
い
が
、「
瑕
疵
ノ
有

無
ハ
代
金
ノ
算
定
」
に
影
響
す
る
た
め
、
買
主
を
法
律
に
よ
っ
て
特
に
保
護
し
た
の
が
瑕
疵
担
保
責
任
で
あ
る
と
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

こ
の
限
り
で
は
、
伴
博
士
の
見
解
は
、
後
の
法
定
責
任
説
と
同
旨
で
あ
る
。
し
か
し
、
伴
博
士
は
、
瑕
疵
担
保
責
任
が
法
定
責
任
で
あ

れ
ば
、「
其
採
ル
所
ノ
手
段
ハ
即
代
金
ノ
減
少
ト
契
約
ノ
廃
棄
」
で
あ
り
、
こ
の
二
つ
を
規
定
す
る
の
が
「
羅
馬
法
以
来
諸
国
立
法
例
」

で
あ
る
と
す
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
我
民
法
」
は
、
瑕
疵
担
保
責
任
に
つ
き
、
債
務
不
履
行
に
お
け
る
債
権
者
の
救
済
方
法
で
あ

る
「
損
害
賠
償
ノ
請
求
権
ト
解
除
権
ト
ヲ
」
認
め
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、「
我
民
法
ニ
於
ケ
ル
売
主
ノ
瑕
疵
ニ
対
ス
ル
責
任
ハ
、
契
約

ノ
不
履
行
ヲ
理
由
ト
シ
テ
之
ヲ
解
釈
セ
ザ
ル
」
を
え
な
い
と

32
）

す
る
。
そ
し
て
、
本
来
は
法
定
責
任
で
あ
る
瑕
疵
担
保
責
任
を
債
務
不
履

行
責
任
で
あ
る
と
す
る
た
め
に
、
伴
博
士
は
、
売
主
が
常
に
「
隠
レ
タ
ル
瑕
疵
ナ
キ
コ
ト
ノ
担
保
約
束
ヲ
為
シ
タ
ル
モ
ノ
」
と
み
な
し

た
。
す
な
わ
ち
、「
民
法
ハ
、
売
主
ヲ
以
テ
常
ニ
其
売
ル
所
ノ
物
品
ニ
隠
レ
タ
ル
瑕
疵
ナ
キ
コ
ト
ノ
担
保
約
束
ヲ
為
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
看

故
シ
、
瑕
疵
存
ス
ル
ト
キ
ハ
即
此
契
約
ノ
不
履
行
ア
ル
モ
ノ
ト
為
シ
タ
ル
ナ
リ
」
と

33
）

す
る
。

で
は
、
不
特
定
物
の
売
買
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
こ
の
場
合
に
は
、「
苟
ク
モ
瑕
疵
ア
ル
物
ノ
給
付
ハ
履
行
ニ
非
ズ
」
と

34
）

す
る
。
す

な
わ
ち
、
買
主
は
、
売
主
が
瑕
疵
の
あ
る
物
を
提
供
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
受
領
を
拒
む
こ
と
が
で
き
、「
之
ヲ
拒
絶
ス
ル
モ
、
為
メ

ニ
遅
滞
ニ
陥
ル
コ
ト
」
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、「
売
主
ハ
履
行
ヲ
為
シ
タ
ル
モ
ノ
ニ
非
ザ
ル
」
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
瑕
疵

ア
ル
物
ノ
給
付
ハ
、
縦
ヒ
買
主
ガ
之
ヲ
弁
済
ト
シ
テ
受
領
ス
ル
モ
、
債
務
ノ
消
滅
ヲ
来
ス
コ
ト
ナ
シ
、
唯
外
見
的
履
行
ア
ル
ノ
ミ
」
で

あ
り
、
買
主
は
、「
更
ニ
正
当
ナ
ル
履
行
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
」
が
で
き
る
と

35
）

す
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
見
解
に
対
し
て
は
、
買
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主
に
よ
る
目
的
物
の
受
領
に
よ
っ
て
、
買
主
が
「
契
約
ノ
本
旨
ニ
従
フ
モ
ノ
ナ
ル
コ
ト
ヲ
認
ム
ル
モ
ノ
」
で
あ
り
、「
最
早
何
等
ノ
請

求
」
も
で
き
な
い
と
す
る
見
解
や
、
目
的
物
が
特
定
し
、「
始
メ
ヨ
リ
特
定
物
ヲ
買
ヒ
タ
ル
場
合
ト
同
一
」
で
あ
り
、
瑕
疵
担
保
責
任

の
適
用
が
認
め
ら
れ
る
と
解
す
る
見
解
も
あ
る
と

36
）

す
る
。
し
か
し
、
売
主
に
よ
る
瑕
疵
の
あ
る
物
の
給
付
は
、
た
と
え
買
主
が
そ
れ
を

受
領
し
て
も
、「
債
務
ノ
本
旨
ニ
適
ス
ル
モ
ノ
」
で
は
な
く
、「
買
主
ハ
尚
ホ
不
完
全
履
行
ノ
抗
弁
権
ヲ
有
ス
ル
」
と

37
）

す
る
。

結
局
、
伴
博
士
の
見
解
は
、
い
わ
ゆ
る
「
特
定
物
の
ド
グ
マ
」
を
肯
定
し
、
瑕
疵
担
保
責
任
が
特
定
物
の
売
買
に
つ
い
て
の
み
適
用

さ
れ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
不
特
定
物
の
売
買
に
お
い
て
は
、
瑕
疵
あ
る
物
を
買
主
が
受
領
し
て
も
、
売
主
は
債
務
を
履
行
し
た
こ
と

に
な
ら
ず
、
な
お
債
務
不
履
行
（
不
完
全
履
行
）
責
任
を
負
う
と
解
す
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
基
本
的
に
は
、
後
の
法
定
責
任
説
と
同

じ
で
あ
る
。
た
だ
し
、
伴
博
士
は
、
そ
の
よ
う
な
法
定
責
任
説
を
徹
底
せ
ず
、
瑕
疵
担
保
責
任
を
売
主
の
担
保
約
束
で
あ
る
と
み
な
し

て
、
こ
れ
を
債
務
不
履
行
責
任
で
あ
る
と
す
る
起
草
者
の
見
解
と
の
妥
協
を
図
っ
て
い
る
。

曄
道
文
藝
博
士
の
見
解
｜
｜
起
草
者
か
ら
の
離
脱

右
の
よ
う
な
伴
博
士
の
見
解
を
さ
ら
に
進
め
て
、
瑕
疵
担
保
責
任
を
法
定
責
任
で
あ
る
と
解
し
、
起
草
者
の
採
る
債
務
不
履
行
責
任

説
を
否
定
し
た
の
は
、
曄
道
文
藝
博
士
で
あ
っ
た
。

曄
道
博
士
は
、
ま
ず
、「
我
民
法
ノ
解
釈
上
、
瑕
疵
担
保
ノ
法
律
上
ノ
性
質
ハ
、
売
主
ノ
履
行
義
務
ノ
延
長
ナ
リ
ト
解
ス
ル
」
の
が
、

「
通
説
」
で
あ
る
と
す
る
。
そ
の
理
由
は
、
瑕
疵
担
保
責
任
の
効
果
が
、
損
害
賠
償
と
契
約
の
解
除
で
あ
り
、「
債
務
不
履
行
ノ
効
果
ト

相
似
タ
ル
」
こ
と
に

38
）

あ
る
。
し
か
し
、
特
定
物
の
売
買
に
お
い
て
は
、
そ
の
物
を
「
契
約
締
結
当
時
ノ
状
態
ニ
於
テ
提
供
」
す
れ
ば
、

債
務
の
本
旨
に
従
っ
た
「
現
実
ノ
提
供
」
と
な
る
こ
と
に
は
、「
一
点
ノ
疑
ナ
ク
、
論
者
ト
雖
否
定
ス
ル
」
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ

ゆ
え
、
瑕
疵
担
保
責
任
は
、「
買
主
ノ
受
領
後
ニ
生
ズ
ル
、
売
主
ガ
負
フ
一
種
特
別
ノ
義
務
」
で
あ
る
と

39
）

す
る
。

他
方
、
不
特
定
物
の
売
買
に
お
い
て
は
、
売
主
の
提
供
し
た
物
に
瑕
疵
が
あ
る
場
合
に
、「
買
主
ハ
、
其
受
領
ヲ
拒
絶
」
す
る
こ
と

が
で
き
る
か
否
か
を
問
題
と

40
）

す
る
。
そ
し
て
、「
種
類
売
買
ノ
目
的
物
ガ
特
定
」（
四
〇
一
条
二
項
）
す
れ
ば
、「
茲
ニ
始
メ
テ
瑕
疵
担
保
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ニ
付
テ
、
特
定
物
売
買
ト
同
一
ニ
論
」
ず
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
目
的
物
の
特
定
ま
で
は
、
買
主
は
、
瑕
疵
あ
る
物
の
受
領
を
拒
絶
し

て
、「
尚
完
全
ナ
ル
履
行
請
求
権
ヲ
有
」
す
る
と

41
）

す
る
。
そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
が
、「
種
類
売
買
ノ
目
的
物
特
定
ノ
時
期
如
何
」
で

42
）

あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
き
、
曄
道
博
士
は
、
民
法
四
〇
一
条
二
項
前
段
に
よ
れ
ば
、
売
主
が
物
の
給
付
を
す
る
の
に
必
要
な
行
為
を
完

了
し
た
と
き
に
目
的
物
が
特
定
す
る
が
、
売
主
の
「
一
方
ノ
行
為
ニ
ヨ
リ
テ
目
的
物
ガ
特
定
ス
ル
ニ
ハ
、
契
約
ノ
本
旨
ニ
従
ヒ
タ
ル
品

質
ヲ
有
ス
ル
物
ノ
引
渡
ア
ル
コ
ト
ヲ
」
要
し
、
瑕
疵
が
あ
る
場
合
に
は
、
目
的
物
は
特
定
し
な
い
と

43
）

す
る
。
し
か
し
、
同
項
後
段
に
よ

れ
ば
、「
当
事
者
ノ
合
意
ア
リ
タ
ル
時
」
に
目
的
物
が
特
定
し
、
曄
道
博
士
は
、
こ
の
特
定
が
、「
種
類
売
買
ノ
瑕
疵
担
保
責
任
ヲ
論
ズ

ル
ニ
当
リ
、
最
モ
重
要
」
で
あ
る
と
す
る
。
と
い
う
の
も
、
曄
道
博
士
に
よ
れ
ば
、
瑕
疵
担
保
責
任
は
、「
目
的
物
ガ
当
事
者
ノ
合
意

ニ
ヨ
リ
テ
特
定
シ
」、
そ
の
物
が
「
契
約
ノ
本
旨
ニ
従
ヒ
タ
ル
品
質
」
を
欠
く
場
合
に
の
み
生
じ
る
も
の
だ
か
ら
で

44
）

あ
る
。

結
局
、
曄
道
博
士
は
、
瑕
疵
担
保
責
任
を
特
定
物
の
売
買
に
お
け
る
売
主
の
「
特
別
ノ
義
務
」
で
あ
る
と
解
し
、
不
特
定
物
の
売
買

の
場
合
に
も
、
目
的
物
の
特
定
を
「
条
件
」
と
し
て
、
そ
の
適
用
を
認
め
る
。
た
だ
し
、「
目
的
物
ノ
特
定
ハ
、
売
主
一
方
ノ
行
為
ニ

ヨ
リ
テ
之
ヲ
為
ス
能
ハ
ズ
、
常
ニ
当
事
者
ノ
合
意
」
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

45
）

す
る
。

四

小

括

民
法
典
制
定
直
後
の
学
説
は
、
起
草
者
（
梅
）
の
見
解
に
従
い
、
瑕
疵
担
保
責
任
を
債
務
不
履
行
責
任
で
あ
る
と
し
て
い
た
。
し
か

し
、
当
時
の
学
説
を
精
査
す
る
と
、
起
草
者
の
よ
う
に
、
瑕
疵
担
保
責
任
を
売
主
の
過
失
責
任
で
あ
る
と
す
る
見
解
は
な
く
、
学
説
は

一
般
に
、
そ
れ
を
無
過
失
責
任
で
あ
る
と
解
し
て
い
た
。
そ
の
理
由
は
、
瑕
疵
担
保
責
任
を
（
給
付
）
危
険
負
担
の
問
題
と
し
て
捉

え
、
特
定
物
の
売
買
に
お
い
て
は
契
約
締
結
の
時
を
、
ま
た
、
不
特
定
物
の
売
買
の
場
合
に
は
、
目
的
物
の
特
定
の
時
（
四
〇
一
条
二

項
）
を
基
準
と
し
て
、
そ
の
時
に
売
主
か
ら
買
主
に
危
険
が
移
転
し
、
そ
れ
以
前
に
生
じ
た
瑕
疵
に
つ
い
て
は
、
売
主
が
危
険
（
無
過

失
責
任
）
を
負
う
と
考
え
た
（
岡
松
・
横
田
）
こ
と
に

46
）

よ
る
。
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も
っ
と
も
、
不
特
定
物
売
買
に
お
け
る
危
険
の
移
転
時
期
、
す
な
わ
ち
目
的
物
の
特
定
の
時
期
（
五
三
四
条
二
項
、
四
〇
一
条
二
項
）

に
つ
い
て
は
、「
常
ニ
当
事
者
ノ
合
意
」
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
見
解
（
曄
道
）
の
ほ
か
、
売
主
が
瑕
疵
の
あ
る
物
を
提
供
し
て
も
、

目
的
物
は
特
定
し
な
い
と
す
る
見
解
（
伴
）
が
あ
る
。
こ
の
後
者
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
不
特
定
物
の
売
買
に
お
け
る
物
の
瑕
疵
は
、
売

主
の
債
務
不
履
行
（
不
完
全
履
行
）
の
問
題
と
な
り
、
瑕
疵
担
保
責
任
は
、
特
定
物
の
売
買
に
の
み
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の

限
り
で
は
、
後
の
法
定
責
任
説
と
同
旨
で
あ
る
が
、
明
治
期
に
お
い
て
は
起
草
者
の
見
解
が
強
く
影
響
し
、
論
者
も
結
論
的
に
は
、
売

主
の
担
保
約
束
を
介
し
た
債
務
不
履
行
責
任
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

右
の
よ
う
な
危
険
負
担
の
原
理
に
基
づ
く
瑕
疵
担
保
責
任
の
理
解
は
、
大
正
期
に
入
る
と
影
を
潜
め
、
代
わ
っ
て
、「
特
定
物
の
ド

グ
マ
」
と
原
始
的
一
部
不
能
論
と
を
前
提
と
す
る
法
定
責
任
説
が
台
頭
す
る
。
そ
の
背
景
に
は
、「
ド
イ
ツ
法
学
の

47
）

全
盛
」
が
挙
げ
ら

れ
る
が
、
特
定
物
と
不
特
定
物
と
を
区
別
し
、
か
つ
、
瑕
疵
担
保
責
任
を
売
主
の
無
過
失
責
任
で
あ
る
と
し
て
、
こ
れ
と
債
務
不
履
行

責
任
と
を
対
置
す
る
二
元
的
構
成
が
、
す
で
に
明
治
期
に
お
い
て
も
通
説
的
な
地
位
を
占
め
て
い
た
こ
と
は
注
目
に
値

48
）

す
る
。
そ
し

て
、
こ
の
よ
う
な
当
時
の
通
説
的
見
解
は
、
後
の
大
審
院
判
決
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
、
本
稿
で
は
、
大
審

院
判
決
を
検
討
す
る
前
に
、
ま
ず
、
大
正
期
に
お
け
る
法
定
責
任
説
の
形
成
過
程
を
概
観
す
る
。

１
）

円
谷
教
授
は
、
こ
の
時
期
の
見
解
が
、「
一
般
に
、（
初
期
の
）
債
務
不
履
行
説
と
も
い
わ
れ
て
い
る
」
が
、「
今
日
の
債
務
不
履
行
説
と
の
誤
解
を
避
け
る
た
め
」、

こ
れ
を
「
義
務
不
履
行
説
」
と
し
て
い
る
（
円
谷
俊
「
瑕
疵
担
保
責
任
」
星
野
英
一
編
『
民
法
講
座
５
』（
有
斐
閣
、
一
九
八
五
年
）
一
九
三
頁
）。
も
っ
と
も
、
円
谷
教

授
は
、
こ
の
「
義
務
不
履
行
説
」
が
、「
売
主
の
一
般
的
義
務
で
あ
る
権
利
移
転
義
務
に
担
保
義
務
が
含
ま
れ
る
と
し
、
売
主
の
担
保
義
務
違
反
は
、
畢
竟
、（
権
利
移

転
）
義
務
の
不
履
行
だ
と
考
え
る
」
と
す
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
義
務
不
履
行
説
は
、「
民
法
起
草
者
が
売
主
の
権
利
移
転
義
務
に
つ
い
て
考
え
た
こ
と
と
一
致
」

し
（
同
一
九
三
頁
）、
瑕
疵
担
保
責
任
を
債
務
不
履
行
責
任
と
一
元
的
に
捉
え
る
も
の
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
し
か
し
、
本
文
に
述
べ
る
よ
う
に
、
こ
の
時
期
の
見
解
は
、

必
ず
し
も
瑕
疵
担
保
責
任
と
債
務
不
履
行
責
任
と
を
同
質
の
も
の
と
解
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。

２
）

星
野
英
一
「
日
本
民
法
学
史
⑴
」
法
学
教
室
八
号
三
九
頁
（
一
九
八
一
年
）。

３
）

星
野
・
前
掲
注
（
２
）
三
八
頁
。

４
）

野
澤
正
充
「
瑕
疵
担
保
責
任
の
比
較
法
的
考
察
（
一
）」
立
教
法
学
七
三
号
五
五
頁
（
二
〇
〇
七
年
）。
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５
）

岡
松
参
太
郎
『
註
釈
民
法
理
由
（
下
）
債
権
編
』（
有
斐
閣
書
房
、
一
八
九
七
年
）
次
一
三
五
頁
。

６
）

星
野
・
前
掲
注
（
２
）
三
八
頁
。

７
）

岡
松
・
前
掲
注
（
５
）
次
一
三
四
｜
次
一
三
五
頁
。

８
）

法
理
上
ノ
理
由
」
と
し
て
は
、
次
の
点
を
指
摘
す
る
（
岡
松
・
前
掲
注
（
５
）
次
一
三
五
頁
）。
す
な
わ
ち
、
追
奪
担
保
が
「
売
買
契
約
其
者
ヨ
リ
生
ズ
ル
」
の
に

対
し
、「
瑕
疵
担
保
ハ
、
物
ノ
性
質
ニ
関
ス
ル
ヲ
以
テ
、
全
ク
契
約
ニ
関
セ
ズ
シ
テ
責
任
発
生
ノ
理
由
ヲ
考
フ
ル
コ
ト
」
が
で
き
る
。
そ
れ
ゆ
え
、「
前
者
ノ
効
果
ハ
契
約

履
行
、
後
者
ノ
効
果
ハ
契
約
ノ
発
生
ニ
関
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
」
と
す
る
。

９
）

岡
松
・
前
掲
注
（
５
）
次
一
三
五
頁
。

10
）

野
澤
・
前
掲
注
（
４
）
五
三
頁
、
五
八
頁
。

11
）

岡
松
・
前
掲
注
（
５
）
次
一
三
五
頁
。

12
）

岡
松
・
前
掲
注
（
５
）
次
一
三
五
｜
次
一
三
六
頁
。

13
）

岡
松
・
前
掲
注
（
５
）
次
一
三
七
頁
。

14
）

岡
松
・
前
掲
注
（
５
）
次
一
三
七
｜
次
一
三
八
頁
。

15
）

岡
松
・
前
掲
注
（
５
）
次
一
三
七
頁
。

16
）

C
.
A
u
b
ry et C

.
R
a
u
,
C
o
u
rs d

e d
ro
it civ

il fra
n
ça
is d

’a
p
res la m

eth
o
d
e d

e Z
a
ch
a
ria
e,
4
em
e
 ed
.,
P
a
ris,

1871,
355 b

is,
p
.388.

17
）

G
.
B
a
u
d
ry
-L
a
ca
n
tin
erie et L

.
S
a
ig
n
a
t,
T
ra
ite

th
eo
riq
u
e et p

ra
tiq
u
e d

e d
ro
it civ

il,
D
e la v

en
te et d

e l’ech
a
n
g
e,
3
em
e
 ed
.,
P
a
ris,

1908,

n
422,

p
p
. 429-430.

ボ
ー
ド
リ
ー
・
ラ
カ
ン
テ
ィ
ヌ
リ
ー

セ
ニ
ャ
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

買
主
が
売
主
に
対
し
て
担
保
責
任
を
追
及
す
る
た
め
に
は
、
隠
れ
た
瑕
疵
は
、
ど
の
時
点
で
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
か
？

一
般
的
に
は
、
解
除
原
因
と
な
る
瑕
疵
（v

ice red
h
ib
ito
ire

）
で
あ
る
た
め
に
は
、
隠
れ
た
欠
陥
が
売
買
契
約
の
時
に
存
在
し
た
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
買
主
は
、

解
除
訴
権
を
行
使
す
る
時
に
瑕
疵
の
存
在
を
立
証
す
る
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
い
。

こ
の
こ
と
は
、
売
買
の
目
的
物
が
特
定
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
適
切
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
売
買
の
時
か
ら
、
危
険
は
買
主
が
負
担
し
、
買
主
は
、
売
買
契
約
時

以
降
に
目
的
物
に
生
じ
た
欠
陥
の
結
果
を
売
主
に
負
わ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
買
主
は
、
買
っ
た
当
時
に
瑕
疵
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
立

証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
、
右
の
解
決
は
、
不
特
定
物
の
売
買
に
は
適
用
さ
れ
な
い
。
売
買
を
し
た
時
点
で
は
、
売
主
は
、
そ
の
目
的
物
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
買
主
も

そ
れ
を
検
査
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
で
は
、
解
除
原
因
と
な
る
瑕
疵
で
あ
る
た
め
に
は
、
ど
の
時
点
で
、
隠
れ
た
瑕
疵
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
ろ
う
か
？

引
渡
し
（liv

ra
iso
n

）
の
時
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
引
渡
し
の
時
に
、
売
買
の
目
的
物
が
特
定
さ
れ
、
か
つ
、
そ
の
所
有
権
も
買
主
に
移
転
す

る
か
ら
で
あ
る
。
危
険
が
売
主
に
帰
せ
し
め
ら
れ
る
の
を
や
め
、
買
主
が
引
き
渡
さ
れ
る
物
を
検
査
す
る
の
も
、
ま
さ
に
こ
の
（
引
渡
し
の
）
時
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

売
主
は
、
そ
の
目
的
物
に
つ
い
て
生
じ
た
あ
ら
ゆ
る
欠
陥
に
つ
い
て
、
た
と
え
そ
の
欠
陥
が
売
買
契
約
以
降
に
生
じ
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
責
任
を
負
う
こ
と
と
な
る
。

す
な
わ
ち
、
そ
の
欠
陥
が
明
白
で
あ
っ
た
場
合
に
は
、
買
主
は
引
渡
し
を
拒
む
こ
と
が
で
き
、
欠
陥
が
隠
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
買
主
は
、
引
き
渡
さ
れ
た
後
に
、
解
除
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訴
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
」。

な
お
、
同
旨
の
見
解
と
し
て
、T

.
H
u
c,
C
o
m
m
en
ta
ire th

eo
riq
u
e et p

ra
tiq
u
e d

e co
d
e civ

il,
t. Ⅱ

,
P
a
ris,

1897,
n
143,

p
. 196.

18
）

た
だ
し
、
不
特
定
物
が
特
定
す
る
時
期
に
つ
い
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
が
目
的
物
の
引
渡
し
の
時
と
解
し
て
い
る
（
前
掲
注
（
17
）
参
照
）
の
に
対
し
て
、
岡
松
博

士
は
四
〇
一
条
二
項
を
適
用
す
る
た
め
、
両
者
の
間
で
ズ
レ
が
あ
る
こ
と
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。

19
）

危
険
負
担
の
問
題
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
売
主
は
、
買
主
に
危
険
が
移
転
す
る
前
で
あ
れ
ば
、
目
的
物
の
瑕
疵
が
不
可
抗
力
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
で
あ
る
と
し
て

も
、
そ
の
責
任
を
負
う
こ
と
と
な
る
。
換
言
す
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
結
果
債
務
と
異
な
り
、
買
主
か
ら
の
瑕
疵
担
保
責
任
の
追
及
に
対
し
て
、
売

主
は
、
不
可
抗
力
を
も
っ
て
抗
弁
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
は
、
フ
ラ
ン
ス
法
に
関
す
る
第
三
章
と
第
四
章
に
お
い
て
扱
う
。

20
）

岡
松
・
前
掲
注
（
５
）
次
一
三
八
頁
。

21
）

岡
松
・
前
掲
注
（
５
）
次
一
四
一
頁
。

22
）

岡
松
・
前
掲
注
（
５
）
次
一
四
五
頁
。

23
）

横
田
秀
雄
『
債
権
各
論
』（
清
水
書
店
、
一
九
一
二
年
）
三
四
〇
頁
。

24
）

横
田
・
前
掲
注
（
23
）
三
四
四
頁
。

25
）

横
田
・
前
掲
注
（
23
）
三
四
四
頁
。

26
）

横
田
・
前
掲
注
（
23
）
三
四
四
頁
。

27
）

横
田
・
前
掲
注
（
23
）
三
四
五
頁
。

28
）

円
谷
・
前
掲
注
（
１
）
一
九
四
頁
は
、
両
説
が
「
全
面
的
に
一
致
す
る
わ
け
で
は
」
な
く
、
瑕
疵
概
念
に
お
い
て
は
相
違
が
あ
る
と
す
る
。

29
）

円
谷
・
前
掲
注
（
１
）
一
九
四
頁
。

30
）

伴
房
次
郎
「
売
主
ノ
不
履
行
」
法
律
学
経
済
学
内
外
論
叢
四
巻
一
号
九
六
頁
（
一
九
〇
五
年
）。

31
）

伴
・
前
掲
注
（
30
）
九
七
頁
。

32
）

伴
・
前
掲
注
（
30
）
九
七
頁
。

33
）

伴
・
前
掲
注
（
30
）
九
七
頁
。

34
）

伴
・
前
掲
注
（
30
）
一
〇
〇
頁
。

35
）

伴
・
前
掲
注
（
30
）
一
〇
一
頁
。

36
）

伴
・
前
掲
注
（
30
）
一
〇
二
頁
。

37
）

伴
・
前
掲
注
（
30
）
一
〇
三
頁
。

38
）

曄
道
文
藝
「
売
買
ノ
瑕
疵
担
保
ヲ
論
ス
」
京
都
法
学
会
雑
誌
五
巻
五
号
四
八
頁
（
一
九
一
〇
年
）。

39
）

曄
道
・
前
掲
注
（
38
）
四
九
頁
。

40
）

曄
道
文
藝
「
売
買
ノ
瑕
疵
担
保
ヲ
論
ス
（
承
前
）」
京
都
法
学
会
雑
誌
五
巻
六
号
八
八
頁
（
一
九
一
〇
年
）。
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41
）

曄
道
・
前
掲
注
（
40
）
九
〇
｜
九
一
頁
。

42
）

曄
道
・
前
掲
注
（
40
）
九
二
頁
。

43
）

曄
道
・
前
掲
注
（
40
）
九
三
頁
。

44
）

曄
道
・
前
掲
注
（
40
）
九
三
頁
。

45
）

曄
道
・
前
掲
注
（
40
）
九
三
｜
九
四
頁
。

46
）

円
谷
・
前
掲
注
（
１
）
一
八
九
頁
は
、
瑕
疵
担
保
責
任
に
つ
い
て
、
民
法
の
起
草
者
も
、「
物
の
瑕
疵
に
よ
る
危
険
を
売
主
と
買
主
の
い
ず
れ
に
負
担
さ
せ
る
の
が

妥
当
か
、
と
い
う
い
わ
ば
危
険
負
担
的
な
処
理
を
念
頭
に
置
い
て
い
た
、
と
考
え
る
の
が
適
切
で
は
な
い
か
」
と
す
る
。
し
か
し
、
起
草
者
は
、
瑕
疵
担
保
責
任
を
売
主

の
過
失
（「
知
ラ
ザ
ル
過
失
」）
に
基
づ
く
責
任
で
あ
る
と
し
、
明
確
に
債
務
不
履
行
責
任
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
た
た
め
、
こ
の
よ
う
な
理
解
は
適
切
で
は
な
い
。

47
）

星
野
・
前
掲
注
（
２
）
三
九
頁
。

48
）

む
し
ろ
、
瑕
疵
担
保
責
任
を
債
務
不
履
行
責
任
で
あ
る
と
位
置
づ
け
た
起
草
者
の
見
解
が
、
当
時
と
し
て
は
、
や
や
特
異
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

第
二
款

大
正
期
の
見
解
｜
｜
法
定
責
任
説
の
登
場

一

岡
松
博
士
の
『
無
過
失
損
害
賠
償
責
任
論
』（
大
正
五
年
）

⑴

序

説

大
正
期
に
な
る
と
、
学
説
は
、
ド
イ
ツ
民
法
学
の
体
系
を
民
法
の
解
釈
に
持
ち
込
み
、「
民
法
典
の
文
言
や
立
法
者
・
起
草
者
の
考

え
方
を
あ
ま
り
考
慮
」
し
な
く

49
）

な
る
。
そ
の
傾
向
は
、
瑕
疵
担
保
責
任
の
法
的
性
質
論
に
関
し
て
も
顕
著
で
あ
り
、
こ
れ
を
債
務
不
履

行
責
任
で
あ
る
と
解
し
て
い
た
岡
松
博
士
も
、
起
草
者
の
見
解
を
離
れ
、
債
務
不
履
行
責
任
と
は
異
な
る
法
定
責
任
で
あ
る
と
主
張
す

る
に
至
っ
た
。

⑵

権
利
ノ
瑕
疵
」

岡
松
博
士
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
民
法
典
の
注
釈
書
に
お
い
て
は
、
起
草
者
の
見
解
に
従
い
、
瑕
疵
担
保
と
追
奪
担
保
の
「
二
種
ノ

担
保
ハ
共
ニ
契
約
ニ
基
ヅ
キ
、
其
効
果
ハ
義
務
不
履
行
ノ
効
果
」
で
あ
る
と
し
て
い
た
。
し
か
し
、
大
正
五
（
一
九
一
六
）
年
に
公
に
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さ
れ
た
大
著
『
無
過
失
損
害
賠
償
責
任
論
』
に
お
い
て
は
、「
売
買
其
他
ノ
有
償
契
約
ノ
場
合
ニ
於
ケ
ル
所
謂
担
保
責
任
ノ
根
拠
ハ
、

決
シ
テ
一
様
」
で
は
な
い
と
し
、「
権
利
ノ
瑕
疵
」（
追
奪
担
保
責
任
）
と
「
物
ノ
瑕
疵
」（
瑕
疵
担
保
責
任
）
と
を
明
確
に
区
別
し
て

50
）

い
る
。

ま
ず
、「
権
利
ノ
瑕
疵
」
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
売
買
契
約
締
結
時
に
存
在
す
る
と
き
は
、「
給
付
ノ
原
始
的
主
観
的
不
能
ノ
一
場

合
」
で
あ
る
と

51
）

す
る
。
こ
の
「
原
始
的
主
観
的
不
能
」
と
い
う
の
は
、
例
え
ば
、
骨
董
商
が
出
先
に
お
い
て
自
己
の
店
に
あ
る
商
品
を

売
却
し
た
と
こ
ろ
、
そ
の
品
物
は
、
骨
董
商
の
留
守
中
に
、「
番
頭
ガ
店
頭
ニ
テ
既
ニ
他
人
ニ
売
リ
居
リ
タ
ル
場
合
」
を

52
）

い
う
。
こ
の

場
合
に
も
、
売
主
に
は
、
買
主
に
対
し
て
、「
完
全
ナ
ル
権
利
ヲ
供
与
ス
ル
ノ
義
務
」
を
負
い
、「
権
利
ノ
瑕
疵
ニ
対
ス
ル
責
任
ハ
、
即

此
義
務
ノ
不
履
行
ヨ
リ
生
ズ
ル

53
）

責
任
」
で
あ
る
と
す
る
。
も
っ
と
も
、
岡
松
博
士
は
、「
権
利
ノ
瑕
疵
」
の
担
保
責
任
が
債
務
不
履
行

責
任
（
四
一
五
条
）
で
あ
る
、
と
解
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
先
の
骨
董
商
の
例
で
は
、
骨
董
商
に
は
「
全
ク
過
失

54
）

ナ
シ
」
と
し
、「
其
不
履
行
ニ
関
シ
過
失
ア
ル
ト
否
ト
ヲ
問
ハ
ズ
、
当
然
損
害
賠
償
ノ
責
任
」
を
負
う
と
す
る
か
ら
で

55
）

あ
る
。
結
局
、

岡
松
博
士
に
よ
れ
ば
、「
権
利
ノ
瑕
疵
」
の
担
保
責
任
は
、「
法
律
ガ
債
務
者
ヲ
其
意
思
表
示
ノ
客
観
的
内
容
ニ
拘
束
シ
、
以
テ
取
引
上

ノ
信
用
ヲ
維
持
セ
ン
ト
ス
ル
ノ
目
的
ニ
出
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
、
権
利
ノ
供
与
義
務
ヲ
認
ム
ル
当
然
ノ
結
果
ナ
リ
」
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
と

56
）

す
る
。

要
す
る
に
、
岡
松
博
士
は
、
契
約
の
原
始
的
不
能
に
関
し
、「
客
観
的
不
能
」
と
「
主
観
的
不
能
」
と
を
区
別
し
、
客
観
的
不
能
の

場
合
に
は
、「
其
不
能
ハ
確
実
ニ
シ
テ
、
且
之
ニ
対
シ
判
決
ヲ
下
ス
ノ
無
益
ナ
ル
モ
亦
明
白
ナ
ル
ガ
故
ニ
」、
債
務
者
を
「
契
約
ニ
拘
束

ス
ル
ノ
必
要
ナ
シ
」
と

57
）

す
る
。
し
か
し
、
主
観
的
不
能
の
場
合
に
は
、
契
約
は
「
有
効
ニ
成
立
シ
」、
債
務
者
が
履
行
で
き
な
い
と
き

は
、「
過
失
ノ
有
無
ヲ
問
ハ
ズ
」、
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

58
）

す
る
。
な
お
、「
権
利
ノ
瑕
疵
」
が
「
売
買
ノ
後
ニ
生
ジ
タ
ル

場
合
」
は
、「
給
付
ノ
後
発
不
能
」
で
あ
り
、
売
主
は
、
一
般
の
債
務
不
履
行
責
任
（
四
一
五
条
）
を
負
い
、
過
失
が
な
け
れ
ば
責
任

を
免
れ
る
と

59
）

す
る
。
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⑶

物
ノ
瑕
疵
」

以
上
の
「
権
利
ノ
瑕
疵
」
に
対
し
て
、「
物
ノ
瑕
疵
」
に
関
し
て
は
、
こ
れ
を
「
種
類
物
ノ
売
買
」
と
「
特
定
物
ノ
売
買
」
と
に
分

け
る
。
そ
し
て
、
不
特
定
物
（
種
類
物
）
の
売
買
に
お
い
て
は
、
目
的
物
に
瑕
疵
が
あ
る
と
き
は
、「
売
主
ハ
未
ダ
其
義
務
ヲ
尽
シ
タ

ル
モ
ノ
ト
云
フ
ベ
カ
ラ
ズ
、
売
主
ハ
尚
瑕
疵
ナ
キ
物
ヲ
給
付
ス
ベ
キ
義
務
ヲ
負
フ
」
と

60
）

す
る
。
こ
の
売
主
の
責
任
は
、「
義
務
ノ
不
履

行
ニ
基
ク
責
任
」
で
あ
り
、
売
主
は
、「
種
類
債
権
ナ
ル
ガ
故
ニ
、
過
失
ノ
有
無
ヲ
問
ハ
ズ
」
責
任
を
負
う
こ
と
と

61
）

な
る
。

他
方
、「
特
定
物
ノ
売
買
」
に
お
け
る
瑕
疵
担
保
責
任
は
、「
結
果
責
任
」
で
あ
り
、
そ
の
「
唯
一
又
ハ
主
要
ナ
ル
」
根
拠
は
、「
危

険
支
配
ニ
基
ク
危
険
負
担
」
で
あ
る
と

62
）

す
る
。
こ
こ
で
、
岡
松
博
士
は
、
い
わ
ゆ
る
「
特
定
物
の
ド
グ
マ
」
を
認
め
る
。
す
な
わ
ち
、

特
定
物
の
給
付
に
お
い
て
は
、
債
務
者
が
、
そ
の
特
定
物
を
、「
契
約
締
結
ノ
時
ニ
於
ケ
ル
現
状
ニ
於
テ
之
ヲ
給
付
ス
レ
バ
即
完
全
ニ

其
債
務
ヲ
履
行
シ
タ
ル
モ
ノ
」
と
認
め
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
目
的
物
に
瑕
疵
が
あ
っ
て
、「
所
謂
担
保
責
任
ヲ
生
ズ
ル
モ
、

其
責
任
ハ
義
務
ノ
不
履
行
ニ
基
ク
モ
ノ
」
で
は
な
い
と
し
て
、
瑕
疵
担
保
責
任
が
債
務
不
履
行
責
任
で
あ
る
こ
と
を
否
定

63
）

す
る
。
ま

た
、
売
主
は
、
目
的
物
に
「
瑕
疵
ナ
キ
コ
ト
ヲ
担
保
シ
タ
ル
モ
ノ
」
で
は
な
い
た
め
、
瑕
疵
担
保
責
任
は
、「
担
保
約
束
上
ノ
責
任
」

で
も
な
い
と
し
て
、
伴
博
士
の
見
解
も
否
定

64
）

す
る
。
そ
し
て
、「
其
他
此
瑕
疵
ニ
対
ス
ル
責
任
ノ
理
由
」
は
な
く
、
特
定
物
の
給
付
義

務
に
お
け
る
「
物
ノ
瑕
疵
」
は
、「
当
事
者
ノ
一
方
ニ
帰
ス
ベ
キ
特
別
ナ
ル
理
由
ナ
キ
損
害
」
で
あ
っ
て
、「
全
ク
事
変
的
損
害
ノ
性
質

ヲ
有
ス
」
と
す
る
。
そ
こ
で
、
法
律
は
、「
危
険
負
担
主
義
ヲ
適
用
」
し
、
こ
の
瑕
疵
が
「
売
主
ノ
支
配
内
ニ
属
シ
売
主
ハ
其
瑕
疵
ノ

発
生
ヲ
予
防
ス
ル
コ
ト
」
が
で
き
、
ま
た
、
売
買
締
結
時
に
売
主
が
瑕
疵
を
知
っ
て
い
た
な
ら
ば
、
買
主
に
「
告
知
ス
ベ
キ
モ
ノ
」
で

あ
る
か
ら
、「
其
瑕
疵
ノ
負
担
ヲ
売
主
ニ
帰
シ
」
た
の
で
あ
る
と
説
明
す
る
。
そ
う
し
て
、
売
主
が
瑕
疵
の
危
険
を
負
担
す
る
結
果
、

買
主
は
、「
売
買
ノ
解
除
又
ハ
代
金
ノ
減
少
ヲ
請
求
ス
ル
ヲ
得
ル
モ
ノ
ト
シ
、
尚
我
国
法
等
ニ
於
テ
ハ
、
買
主
ハ
、
売
買
ヲ
維
持
シ
テ

損
害
賠
償
ヲ
請
求
ス
ル
ヲ
得
ル
モ
ノ
ト
ス
」
と

65
）

し
た
。

右
の
岡
松
博
士
の
見
解
は
、
不
特
定
物
の
売
買
に
お
い
て
、
給
付
さ
れ
た
物
に
瑕
疵
が
あ
る
場
合
に
は
、
売
主
は
瑕
疵
の
な
い
物
を

98

立教法学 第74号（2007)



給
付
す
べ
き
義
務
を
負
う
の
に
対
し
、
特
定
物
の
売
買
に
お
い
て
は
、
売
主
に
そ
の
よ
う
な
義
務
は
な
く
、
特
定
物
を
給
付
し
た
以
上

は
、
債
務
不
履
行
責
任
を
負
わ
な
い
と
の
「
特
定
物
の
ド
グ
マ
」
を
前
提
と
す
る
。
そ
し
て
、
瑕
疵
担
保
責
任
は
、
瑕
疵
が
「
事
変

的
」
な
も
の
で
あ
り
、
売
主
に
過
失
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
売
主
に
対
し
て
「
結
果
責
任
」
を
負
わ
せ
る
法
定
責
任
で
あ
る
と
す

る
。
そ
し
て
、
そ
の
根
拠
を
「
危
険
負
担
主
義
」
に
求
め
、
物
が
売
主
の
支
配
内
に
あ
る
か
ら
、
売
主
が
瑕
疵
の
危
険
を
負
担
す
る
と

説
明
す
る
。

な
お
、
こ
の
よ
う
な
瑕
疵
担
保
責
任
は
、「
売
主
ノ
過
失
ノ
有
無
ヲ
問
ハ
ズ
」
生
じ
る
も
の
で
あ
り
、「
外
国
法
制
」
で
は
、「
原
則

ト
シ
テ
解
除
又
ハ
代
価
減
少
ニ
対
ス
ル
買
主
ノ
権
利
ヲ
生
ズ
ル
ニ
過
ギ
ズ
シ
テ
、
損
害
賠
償
ノ
請
求
権
ヲ
生
ゼ
ズ
」
と
す
る
。
つ
ま

り
、
起
草
者
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
民
法
五
七
〇
条
に
よ
り
準
用
さ
れ
る
五
六
六
条
の
「
損
害
賠
償
の
請
求
」
に
は
、
代
金
減
額
請
求
の

み
な
ら
ず
、
履
行
利
益
の
損
害
賠
償
も
含
ま
れ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
理
解
は
、
比
較
法
的
に
は
異
例
に
属
す
る
。
そ
し
て
、
岡
松
博
士

は
、
契
約
解
除
権
と
代
金
減
額
請
求
権
の
ほ
か
に
、「
損
害
賠
償
ノ
請
求
権
ヲ
生
ズ
ル
場
合
」
は
、
売
主
に
瑕
疵
の
存
在
に
つ
き
悪
意

ま
た
は
過
失
が
あ
る
場
合
や
、
売
主
が
物
に
瑕
疵
の
な
い
こ
と
を
担
保
す
る
こ
と
を
約
束
し
た
場
合
で
あ
る
と

66
）

し
た
。

⑷

岡
松
博
士
の
「
改
説
」
の
意
義

か
つ
て
の
『
註
釈
民
法
理
由
』
に
お
い
て
、「
権
利
ノ
瑕
疵
」
と
「
物
ノ
瑕
疵
」
と
を
区
別
せ
ず
、
売
主
の
担
保
責
任
は
い
ず
れ
も

「
義
務
不
履
行
ノ
効
果
」
で
あ
る
と
し
、
債
務
不
履
行
責
任
説
に
立
っ
て
い
た
岡
松
博
士
は
、
右
の
『
無
過
失
損
害
賠
償
責
任
論
』
で

は
、
こ
れ
を
否
定
し
、
瑕
疵
担
保
責
任
が
、
売
主
の
債
務
不
履
行
責
任
で
は
な
く
、
法
定
責
任
で
あ
る
こ
と
を
明
言
す
る
。
こ
の
岡
松

博
士
に
よ
る
「

67
）

改
説
」
に
つ
い
て
は
、
一
方
で
は
、「
自
己
の
旧
説
と
の
対
決
が
全
く
な
さ
れ
て
い
ず
、
引
用
の
諸
説
が
ド
イ
ツ
の
諸

学
者
の
も
の
で
あ
る
こ
と
」
か
ら
、
当
時
に
お
け
る
「
ド
イ
ツ
理
論
へ
の
転
向
が
い
か
に
は
げ
し
か
っ
た
か
を
象
徴
し
て

68
）

い
る
」
と
の

評
価
が
あ
る
。
他
方
、「
そ
れ
は
『
転
向
』
と
い
う
ほ
ど
の
理
論
的
苦
痛
の
上
に
な
さ
れ
た
転
回
と
い
え
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
」
と

の

69
）

見
方
も
存
在
す
る
。
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し
か
し
、
岡
松
博
士
の
改
説
の
理
由
を
せ
ん
さ
く
し
て
も
、
所
詮
は
憶
測
の
域
を
出
ず
、
あ
ま
り
意
義
の
あ
る
も
の
で
は
な
い
。
こ

こ
で
は
、
岡
松
博
士
の
「
改
説
」
前
の
見
解
と
そ
の
後
の
見
解
と
を
対
比
し
、
次
の
二
点
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
る
。

第
一
に
、
確
か
に
岡
松
博
士
は
、『
註
釈
民
法
理
由
』
で
は
、
瑕
疵
担
保
責
任
を
売
主
の
「
義
務
不
履
行
ノ
効
果
」
で
あ
る
と
解
し

て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
内
容
は
、
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
こ
れ
を
債
務
不
履
行
責
任
と
解
す
る
起
草
者
の
見
解
と
は
、
大
き
く

異
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
を
要
す
る
。
す
な
わ
ち
、
起
草
者
は
、
瑕
疵
担
保
責
任
を
売
主
の
過
失
責
任
で
あ
る
と
考
え
、
こ
れ
を
債

務
不
履
行
責
任
で
あ
る
と
解
し
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
岡
松
博
士
は
、
当
初
か
ら
瑕
疵
担
保
責
任
が
売
主
の
無
過
失
責
任
で
あ

り
、
こ
れ
を
危
険
負
担
の
問
題
で
あ
る
と
解
し
た
。
つ
ま
り
、
岡
松
博
士
は
、
特
定
物
に
つ
い
て
は
契
約
の
時
に
、
ま
た
、
不
特
定
物

は
特
定
の
時
（
四
〇
一
条
二
項
）
に
買
主
に
危
険
が
移
転
す
る
た
め
、
そ
の
時
ま
で
に
存
在
し
た
瑕
疵
に
つ
い
て
売
主
が
責
任
を
負
う

と
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
考
え
は
、『
無
過
失
損
害
賠
償
責
任
論
』
の
基
調
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
そ
の
限
り
で
は
、
岡
松
博

士
の
見
解
は
、「
改
説
」
で
は
な
く
、
一
貫
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

問
題
と
な
る
の
は
、
瑕
疵
担
保
責
任
を
売
主
の
無
過
失
責
任
と
す
る
こ
と
と
、
こ
れ
を
売
主
の
「
義
務
不
履
行
ノ
効
果
」
で
あ
る
と

解
す
る
こ
と
の
矛
盾
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
か
に
あ
る
。
こ
の
点
は
、「
権
利
ノ
瑕
疵
」
と
「
物
ノ
瑕
疵
」
と
を
区
別
す
る
か
否

か
に
か
か
わ
る
。
す
な
わ
ち
、
岡
松
博
士
は
、『
註
釈
民
法
理
由
』
で
は
、
起
草
者
の
見
解
に
従
い
、
両
者
を
区
別
す
る
こ
と
な
く
、

い
ず
れ
も
売
主
の
債
務
不
履
行
の
問
題
で
あ
る
と
し
た
。
し
か
し
、『
無
過
失
損
害
賠
償
責
任
論
』
に
お
い
て
は
、
起
草
者
の
見
解
を

離
れ
、
両
者
を
明
確
に
区
別
し
、「
権
利
ノ
瑕
疵
」
は
売
主
の
債
務
不
履
行
の
問
題
で
あ
る
が
、「
物
ノ
瑕
疵
」
は
、
そ
れ
と
は
異
な
る

法
定
責
任
で
あ
る
と
し
た
。
こ
の
違
い
が
、
民
法
典
の
注
釈
書
と
無
過
失
責
任
の
「
根
拠
ニ
関
ス
ル
主
義
ヲ
論
評
ス
ル
」
こ
と
を
そ
の

「
目
的
」
と
す
る
論
文
と
の
、
文
献
と
し
て
の
性
質
の
相
違
に
基
づ
く
の
か
、
あ
る
い
は
、
民
法
典
制
定
直
後
に
お
け
る
起
草
者
の
見

解
の
影
響
力
の
大
き
さ
に
基
因
す
る
の
か
は
、
や
は
り
憶
測
の
域
に
属
す
る
。

第
二
に
、
岡
松
博
士
に
よ
る
明
ら
か
な
「
改
説
」
は
、「
瑕
疵
あ
る
特
定
物
の
履
行
は
瑕
疵
な
き
履
行
で

70
）

あ
る
」
と
の
、
い
わ
ゆ
る
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「
特
定
物
の
ド
グ
マ
」
を
認
め
、
瑕
疵
担
保
責
任
を
、
売
主
の
債
務
不
履
行
責
任
と
は
異
な
る
、「
法
律
ノ
規
定
ニ
基
ク
特
別
ナ
ル
責

任
」
と
解
し
た
点
で
あ
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
北
川
善
太
郎
教
授
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
法
定
責
任
説
の
形
成
が
大

き
く
影
響
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
法
定
責
任
説
は
、「
わ
が
民
法
典
形
成
当
時
に
は
ま
だ
十
分
に
そ
の
概
念
体
系
形
成

に
」
至
ら
ず
、「
ド
イ
ツ
で
も
少
数
説
」
で
あ
り
、「
こ
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
こ
の
理
論
の
形
成
発
展
の
時
期
的
な
お
く
れ
は
そ
の
ま

ま
、
学
説
継
受
の
お
く
れ
と
な

71
）

っ
た
」
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
ド
イ
ツ
の
法
定
責
任
説
を
継
受
し
た
岡
松
博
士
に
よ
る
「
改
説
」
部
分

は
、
大
正
期
の
学
説
に
よ
っ
て
発
展
的
に
継
承
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。

二

末
弘
厳
太
郎
博
士
の
見
解
｜
｜
原
始
的
一
部
不
能
論

⑴

石
坂
音
四
郎
博
士
の
「
給
付
不
能
論
」

後
の
法
定
責
任
説
の
理
論
的
支
柱
と
な
る
、
物
の
瑕
疵
と
原
始
的
一
部
不
能
論
と
の
「
結
合
」
は
、
末
弘
博
士
に
よ
っ
て
提
唱
さ

72
）

れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
基
礎
と
な
っ
た
の
は
、
明
治
末
年
か
ら
大
正
元
年
に
か
け
て
公
に
さ
れ
た
、
石
坂
博
士
の
「
給
付
不

73
）

能
論
」
で

74
）

あ
る
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
契
約
の
原
始
的
不
能
に
つ
い
て
は
、
岡
松
博
士
が
、
こ
れ
を
「
客
観
的
不
能
」
と
「
主
観
的
不
能
」
と
に

分
け
、「
権
利
ノ
瑕
疵
」
が
売
買
契
約
締
結
時
に
存
在
す
る
と
き
は
、「
給
付
ノ
原
始
的
主
観
的
不
能
ノ
一
場
合
」
で
あ
る
と
し
て
い

た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
石
坂
博
士
は
、「
従
来
学
者
ガ
原
始
的
主
観
的
給
付
不
能
ト
称
セ
ル
ハ
、
其
実
主
観
的
不
能
」
で
は
な
く
、「
原

始
的
主
観
的
給
付
不
能
ナ
ル
モ
ノ
ハ
存
在
」
し
な
い
と

75
）

す
る
。
そ
の
理
由
は
、
要
す
る
に
、
主
観
的
不
能
と
客
観
的
不
能
の
「
区
別
ハ

必
シ
モ
明
白
ナ
ラ
ザ
ル
ガ
故
ニ
、
実
際
ニ
適
用
ス
ル
」
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に

76
）

あ
る
。
た
だ
し
、「
原
始
的
客
観
的
不
能
給
付
ヲ
目

的
ト
ス
ル
契
約
ハ
無
効
ナ
リ
ト
ノ
原
則
」
は
、「
給
付
不
能
ノ
原
因
ガ
契
約
締
結
当
時
ニ
存
ス
ル
場
合
」
に
は
、「
正
当
」
で
あ
る
。
し

か
し
、「
原
始
的
主
観
的
不
能
ナ
ル
モ
ノ
ハ
存
在
セ
ズ
」、
こ
の
よ
う
な
不
能
は
「
後
発
的
不
能
ニ
関
ス
ル
原
則
ニ
従
ヒ
テ
」
考
え
れ
ば
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よ
い
と

77
）

す
る
。
そ
し
て
、「
我
法
典
ニ
於
テ
ハ
、
独
法
ノ
如
ク
主
観
的
不
能
、
客
観
的
不
能
ヲ
区
別
ス
ル
規
定
ナ
ク
、
且
両
者
ノ
効
力

ニ
関
シ
独
法
ニ
於
ケ
ル
ガ
如
シ
規
定
ナ
シ
」
と
し
、
主
観
的
不
能
と
客
観
的
不
能
の
「
区
別
ヲ
認
メ
ズ
」
と
し
て

78
）

い
る
。

右
の
よ
う
に
、
石
坂
博
士
は
、
主
観
的
不
能
を
認
め
ず
、
原
始
的
客
観
的
不
能
の
契
約
が
無
効
で
あ
る
と
の
原
則
を
認
め
た
う
え

で
、
原
始
的
一
部
不
能
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
が
契
約
の
全
部
無
効
を
も
た
ら
す
も
の
で
は
な
い
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、「
給
付
ノ
全
部

ガ
原
始
不
能
ナ
ル
場
合
ニ
契
約
ノ
無
効
ヲ
来
ス
ハ
明
カ
ナ
リ
ト
雖
モ
、
一
部
ノ
原
始
不
能
ガ
契
約
ノ
無
効
ヲ
来
ス
ヤ
否
ヤ
ニ
関
シ
テ

ハ
、
法
典
ハ
明
文
ヲ
掲
グ
ル
所
」
が
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、「
当
事
者
ノ
意
思
ヲ
解
釈
シ
テ
」
決
め
ざ
る
を
え

ず
、「
当
事
者
ノ
意
思
解
釈
上
」
は
、
一
部
不
能
で
あ
っ
て
も
、「
其
不
能
ナ
ル
部
分
ガ
重
要
ナ
ラ
ズ
、
其
部
分
ナ
キ
モ
尚
契
約
ヲ
締
結

セ
ル
モ
ノ
ト
認
ム
ベ
キ
場
合
ニ
ハ
、
契
約
ハ
可
能
ノ
部
分
ノ
ミ
ニ
付
キ
成
立
ス
」
と

79
）

し
た
。

結
局
、
石
坂
博
士
に
よ
れ
ば
、
原
始
的
（
客
観
的
）
不
能
の
契
約
は
原
則
と
し
て
無
効
で
あ
る
が
、
原
始
的
一
部
不
能
に
つ
い
て

は
、
当
事
者
の
意
思
解
釈
を
根
拠
に
、
契
約
の
一
部
無
効
と
な
る
に
と
ど

80
）

ま
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
原
始
的
一
部
不
能
と
瑕
疵
担

保
責
任
と
を
結
び
つ
け
た
の
が
、
末
弘
博
士
で
あ
っ
た
。

⑵

原
始
的
一
部
不
能
と
物
の
瑕
疵

末
弘
博
士
は
、
そ
の
体
系
書
で
あ
る
『
債
権
各
論
』
に
先
立
ち
、
法
学
協
会
雑
誌
に
、「
双
務
契
約
ト
履
行
不
能
」
と
題
す
る
論
文

を
連
載
し
て
い
る
。
こ
の
論
文
の
冒
頭
に
お
い
て
、
末
弘
博
士
は
、
石
坂
博
士
の
「
給
付
不
能
論
」
を
次
の
よ
う
に
評
価
し
て

81
）

い
る
。

す
な
わ
ち
、
主
観
的
不
能
と
客
観
的
不
能
と
を
区
別
す
る
「
従
来
ノ
通
説
」
を
「
攻
撃
シ
、
立
法
論
ト
シ
テ
モ
又
吾
民
法
ノ
解
釈
論
ト

シ
テ
モ
、
従
来
ノ
通
説
ノ
多
ク
」
が
「
採
ル
ニ
足
ラ
ザ
ル
モ
ノ
ナ
ル
コ
ト
ヲ
明
カ
ニ
」
し
た
。
そ
し
て
、「
二
三
枝
葉
ノ
点
」
で
は
、

「
之
ニ
服
シ
得
ザ
ル
モ
ノ
之
レ
ナ
キ
ニ
ア
ラ
ズ
ト
雖
モ
、
少
ク
ト
モ
重
要
ナ
ル
諸
点
ニ
於
テ
、
大
ニ
賛
同
ノ
意
ヲ
表
ス
」
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、「
履
行
不
能
ニ
関
ス
ル
諸
問
題
中
最
モ
困
難
ナ
ル
モ
ノ
」
は
、「
双
務
契
約
ニ
対
ス
ル
効
果
如
何
」
で
あ
り
、
こ
の
点
は
、
石

坂
博
士
が
「
未
ダ
論
及
セ
ラ
レ
ザ
ル
所
」
で
あ
る
と
す
る
。
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そ
こ
で
、
末
弘
博
士
は
、
双
務
契
約
上
の
債
務
の
一
方
が
「
原
始
的
ニ
一
部
不
能
ナ
ル
ト
キ
」
の
当
該
契
約
の
効
力
を
検
討

82
）

す
る
。

そ
し
て
、「
契
約
締
結
以
前
ニ
発
生
セ
ル
一
部

83
）

不
能
」
の
う
ち
、「
反
対
給
付
ガ
給
付
ノ
不
能
部
分
ノ
割
合
ニ
応
ジ
テ
分
割
セ
ラ
レ
得
ベ

キ
性
質
ノ
モ
ノ
ナ
ル
場
合
」
と
し
て
、
瑕
疵
担
保
責
任
を
挙
げ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
民
法
は
、「
双
務
契
約
ノ
典
型
タ
ル
売
買
ニ
関

シ
、
売
買
ノ
目
的
物
ニ
付
キ
テ
原
始
的
一
部
不
能
ノ
存
在
ス
ル
場
合
五
ヲ
挙
ゲ
タ
リ
」
と
し
、
①
数
量
不
足
（
五
六
五
条
）、
②
物
の

一
部
滅
失
（
五
六
五
条
）、
③
地
上
権
等
が
あ
る
場
合
（
五
六
六
条
一
項
）、
④
地
役
権
が
存
在
し
な
か
っ
た
場
合
（
五
六
六
条
二
項
）、
お

よ
び
、
⑤
「
売
買
ノ
目
的
物
ニ
隠
レ
タ
ル
瑕
疵
ア
リ
タ
ル
場
合
（
第
五
七
〇
条
）」
の
五
つ
を
挙

84
）

げ
る
。
も
っ
と
も
、「
瑕
疵
ヲ
解
シ
テ

一
部
不
能
ノ
一
場
合
ナ
リ
ト
ス
ル
コ
ト
」
に
は
、「
反
対
説
ヲ
唱
フ
ル
者
」
も
存
す
る
が
、「
一
般
学
者
ノ
認
ム
ル
所
」
で
あ
る
と

85
）

す
る
。
そ
し
て
、
①
②
と
③
④
⑤
と
を
区
別
し
、
両
者
の
差
異
は
、「
唯
代
金
減
額
ノ
請
求
ヲ
許
ス
ヤ
否
ヤ
ノ
点
」
に
あ
る
と
し
て
、

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
①
②
は
、「
分
量
ニ
関
ス
ル
一
部
不
能
」
で
あ
っ
て
、「
不
能
部
分
ノ
価
値
ト
全
体
ノ
価
値
ト

ノ
比
例
ヲ
見
出
ス
コ
ト
」
が
「
比
較
的
容
易
」
で
あ
る
の
に
対
し
、
③
か
ら
⑤
は
、「
性
質
ニ
関
ス
ル
一
部
不
能
」
で
あ
り
、「
右
ノ
比

例
ヲ
見
出
ス
コ
ト
比
較
的
容
易
ナ
ラ
ザ
ル
為
メ
」、
代
金
減
額
請
求
が
認
め
ら
れ
な
い
と

86
）

す
る
。

末
弘
博
士
は
、
右
の
よ
う
に
、
瑕
疵
担
保
責
任
を
原
始
的
一
部
不
能
の
一
場
合
で
あ
る
と
位
置
づ
け
た
う
え
で
、
法
定
責
任
説
の
原

型
と
な
る
見
解
を
、
そ
の
体
系
書
に
お
い
て
展
開
す
る
。

⑶

『
債
権
各
論
』（
大
正
七
年
）

ア

特
定
物
の
売
買
と
売
主
の
担
保
責
任

末
弘
博
士
は
、
ま
ず
、「
不
特
定
物
其
他
不
特
定
ナ
ル
財
産
権
ノ
売
買
ニ
於
テ
」、
売
主
が
契
約
に
定
め
ら
れ
た
「
条
件
ヲ
具
備
シ
タ

ル
給
付
」
を
し
な
い
と
き
は
、「
債
務
ノ
本
旨
ニ
従
ヒ
タ
ル
履
行
ヲ
為
サ
ザ
ル
モ
ノ
ト
シ
テ
債
務
不
履
行
ノ
責
任
ヲ
負
担
セ
ザ
ル
」
を

え
な
い
と
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
、「
一
般
原
則
ノ
適
用
」
で
あ
り
、「
以
下
担
保
責
任
ニ
付
キ
テ
説
明
ス
ル
所
ハ
凡
テ
不
特
定

物
ノ
売
買
ニ
関
係
ナ
キ
モ
ノ
」
と

87
）

す
る
。
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も
っ
と
も
、「
特
定
物
其
他
特
定
ノ
財
産
権
ノ
売
買
」
に
お
い
て
も
、「
売
主
ハ
債
務
履
行
ノ
一
般
原
則
ニ
従
ヒ
」、
債
務
の
本
旨
に

従
っ
た
履
行
を
し
な
い
と
「
債
務
不
履
行
ニ
関
ス
ル
一
般
原
則
ノ
適
用
ヲ
受
ケ
ル
ベ
キ
コ
ト
」
は
当
然
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、「
他
人

ノ
権
利
ノ
売
買
」
に
お
い
て
も
、「
売
主
ハ
其
権
利
ヲ
買
主
ニ
移
転
ス
ル
ノ
義
務
ア
リ
（
五
六
〇
）」
と
す
る
。
つ
ま
り
、
民
法
五
六
一

条
以
下
の
規
定
は
、「
買
主
ノ
保
護
ヲ
計
レ
リ
ト
雖
モ
是
レ
亦
債
務
不
履
行
ノ
結
果
ニ
関
ス
ル
特
則
タ
ル
ニ
過
ギ
」

88
）

な
い
。

こ
れ
に
対
し
て
、
末
弘
博
士
は
、「
売
買
ノ
目
的
物
ガ
契
約
成
立
ノ
当
初
ヨ
リ
約
定
ノ
条
件
ニ
適
合
セ
ズ
、
又
ハ
其
他
瑕
疵
欠
缺
ヲ

有
セ
ル
ト
キ
ハ
、
売
主
ノ
債
務
ハ
其
目
的
物
ノ
缺
点
ア
ル
ガ
為
メ
原
始
的
ニ
一
部
不
能
」
で
あ
る
と
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
当
事
者
が

「
当
該
ノ
特
定
物
ヲ
如
上
ノ
缺
点
ナ
キ
モ
ノ
ト
シ
テ
売
買
」
し
た
と
し
て
も
、「
其
缺
点
ナ
シ
ト
ス
ル
ノ
部
分
ハ
初
メ
ヨ
リ
不
能
」
だ
か

ら
で

89
）

あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
民
法
五
六
五
条
以
下
の
規
定
は
、「
凡
テ
売
主
ガ
其
債
務
ノ
原
始
的
一
部
不
能
ニ
対
シ
テ
如
何
ナ
ル
責
任
ヲ

負
担
ス
ル
カ
ヲ
規
定
」
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
立
法
趣
旨
は
、
次
の
点
に
あ
る
と

90
）

す
る
。

民
法
ガ
、
贈
与
ノ
場
合
ト
異
ナ
リ
テ
、
特
ニ
売
主
ヲ
シ
テ
此
種
ノ
重
キ
責
任
ヲ
負
担
セ
シ
メ
タ
ル
理
由
ハ
、
売
買
ハ
有
償
契
約
ニ
シ
テ

買
主
亦
反
対
給
付
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
要
ス
ル
ガ
故
ニ
、
売
主
ノ
給
付
ニ
缺
点
ア
ル
ニ
拘
ラ
ズ
之
ガ
為
メ
買
主
ノ
反
対
給
付
ガ
何
等
ノ
影
響
ヲ
受

ケ
ザ
ル
モ
ノ
ト
為
ス
ハ
、
明
ニ
公
平
ヲ
失
ス
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
、
不
当
ニ
買
主
ノ
保
護
ヲ
缺
ク
モ
ノ
ト
云
ハ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ヲ
以
テ
ナ
リ

（
五
五
一
参
照
）」（
句
読
点
は
筆
者
）。

末
弘
博
士
は
、
従
来
の
学
説
が
追
奪
担
保
責
任
（
五
六
一
条
）
と
瑕
疵
担
保
責
任
（
五
七
〇
条
）
と
を
区
別
せ
ず
、「
売
主
ノ
責
任
ヲ

総
称
シ
テ
売
主
ノ
担
保
責
任
又
ハ
担
保
義
務
」
と
理
解
し
て

91
）

き
た
の
に
対
し
、
右
の
よ
う
に
、
瑕
疵
担
保
責
任
が
原
始
的
一
部
不
能
に

対
す
る
責
任
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

イ

瑕
疵
担
保
責
任
の
法
的
性
質
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右
の
よ
う
な
瑕
疵
担
保
責
任
の
要
件
と
し
て
、
末
弘
博
士
は
、
ま
ず
第
一
に
、「
売
買
ノ
目
的
物
ガ
特
定
セ
ル
カ
又
ハ
少
ク
ト
モ
其

選
出
セ
ラ
ル
ベ
キ
範
囲
ガ
特
定
セ
ル
コ
ト
」
を
挙

92
）

げ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
目
的
物
が
特
定
し
な
い
と
、「
売
買
ノ
目
的
物
ニ
隠
レ
タ
ル
瑕

疵
ア
リ
」
と
い
う
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で

93
）

あ
る
。
そ
し
て
、
い
わ
ゆ
る
「
特
定
物
の
ド
グ
マ
」
を
、
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

売
買
ノ
当
時
未
ダ
其
目
的
物
又
ハ
其
選
出
セ
ラ
ル
ベ
キ
範
囲
ガ
特
定
セ
ザ
ル
ト
キ
ハ
、
売
主
ハ
、
瑕
疵
ナ
キ
完
全
ノ
モ
ノ
ヲ
給
付
ス
ル

ニ
ア
ラ
ザ
レ
バ
、
其
債
務
ヲ
履
行
シ
タ
リ
ト
云
フ
ベ
カ
ラ
ズ
。
従
ヒ
テ
通
常
ノ
債
務
不
履
行
ニ
関
ス
ル
原
則
ノ
適
用
ヲ
受
ク
ル
モ
ノ
ナ
ル
ニ

反
シ
、
特
定
セ
ル
ト
キ
ハ
、
其
特
定
セ
ル
目
的
物
又
ハ
特
定
セ
ル
範
囲
内
ノ
物
ガ
初
メ
ヨ
リ
瑕
疵
ヲ
包
蔵
ス
ル
モ
、
其
物
ガ
瑕
疵
ア
ル
マ
マ

売
買
ノ
目
的
物
ト
ナ
リ
タ
ル
ガ
故
ニ
、
売
主
ハ
、
敢
テ
別
ニ
瑕
疵
ナ
キ
モ
ノ
ヲ
得
テ
給
付
ス
ル
ヲ
要
セ
ザ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
又
之
ヲ
為
ス
ヲ

得
ズ
。
蓋
シ
売
買
ノ
目
的
物
ハ
其
特
定
ノ
モ
ノ
夫
レ
自
身
ナ
レ
バ

94
）

ナ
リ
」（
句
読
点
は
筆
者
）。

末
弘
博
士
は
、
不
特
定
物
の
売
買
に
お
い
て
瑕
疵
が
あ
る
と
き
は
、
売
主
は
債
務
不
履
行
責
任
を
負
う
が
、
そ
の
目
的
物
が
特
定
し

て
い
る
場
合
に
は
、「
売
買
ノ
目
的
物
ハ
其
特
定
ノ
モ
ノ
夫
レ
自
身
」
で
あ
る
か
ら
、
売
主
は
そ
の
「
瑕
疵
ア
ル
マ
マ
」
の
物
を
買
主

に
給
付
す
れ
ば
よ
い
と
す
る
。
そ
し
て
、
買
主
は
、「
瑕
疵
ア
ル
コ
ト
ヲ
理
由
ト
シ
テ
其
受
領
ヲ
拒
絶
」
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、「
若
シ

拒
絶
ス
ル
ト
キ
ハ
受
領
遅
滞
ニ
陥
ル
」
こ
と
と
な
る
。
た
だ
し
、
目
的
物
に
瑕
疵
が
あ
る
場
合
に
は
、「
契
約
ノ
主
旨
ニ
背
戻
ス
ル
」

た
め
、「
一
種
ノ
原
始
的
一
部
不
能
ト
シ
テ
売
主
ノ
責
任
ヲ
生
ズ
ル
モ
ノ
ト
」

95
）

す
る
。

問
題
と
な
る
の
は
、
右
の
「
売
主
ノ
責
任
」
の
法
的
性
質
で
あ
る
が
、
末
弘
博
士
は
、
次
の
二
つ
の
見
解
が
あ
る
と
す
る
。
一
つ

は
、
当
時
の
「
通
説
」
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
売
買
の
目
的
物
が
「
瑕
疵
ナ
キ
コ
ト
」
を
「
売
主
ノ
給
付
義
務
ノ
一
部
」
で
あ
る
と
す
る

（
債
務
不
履
行
責
任
説
）。
も
う
一
つ
は
、「
少
数
論
者
」
が
、「
瑕
疵
ア
ル
特
定
物
ノ
売
主
ハ
其
瑕
疵
ア
ル
マ
マ
ノ
物
ヲ
給
付
ス
ル
ノ
義

務
」
を
負
う
に
過
ぎ
ず
、
瑕
疵
担
保
責
任
は
、「
買
主
ノ
期
待
ニ
対
シ
テ
法
律
ガ
特
別
ノ
保
護
ヲ
与
ヘ
タ
ル
モ
ノ
」（
法
定
責
任
説
）
で
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あ
る
と
主
張

96
）

す
る
。
そ
し
て
、
末
弘
博
士
は
、「
特
定
物
の
ド
グ
マ
」
を
認
め
る
た
め
、
後
者
に
与
す
る
の
が
そ
の
主
張
と
し
て
は
一

貫
す
る
が
、
こ
こ
で
は
、
担
保
責
任
を
「
給
付
義
務
ノ
一
部
ナ
リ
ト
解
ス
ル
通
説
ノ
緒
論
ヲ
正
当
」
と
す
る
と
し
て

97
）

い
る
。

ウ

信
頼
利
益
の
賠
償

と
こ
ろ
で
、
末
弘
博
士
は
、
瑕
疵
担
保
責
任
が
原
始
的
一
部
不
能
に
対
す
る
売
主
の
責
任
で
あ
る
と
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
損
害
賠

償
の
範
囲
が
、
履
行
利
益
の
賠
償
で
は
な
く
、
信
頼
利
益
の
賠
償
に
と
ど
ま
る
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、「
賠
償
請
求
ノ
範
囲
ハ
、
不
能

ヲ
知
ラ
ザ
リ
シ
相
手
方
ガ
其
可
能
ナ
ル
ベ
キ
コ
ト
ニ
信
頼
シ
タ
ル
ガ
為
メ
ニ
蒙
リ
タ
ル
所
謂
消
極
的
契
約
利
益
（
信
頼
利
益
）
ニ
止
マ

ル
ベ
キ
モ
ノ
ニ
シ
テ
、
積
極
的
契
約
利
益
ニ
及
ブ
モ
ノ
ニ
ア
ラ
ズ
。
蓋
シ
、
積
極
的
契
約
利
益
ノ
請
求
ハ
、
契
約
ノ
有
効
ナ
ル
存
在
ヲ

前
提
ト
ス
ル
モ
ノ
ナ
レ
バ
ナ
リ
」
と
述
べ
て

98
）

い
る
。

エ

小

括

末
弘
博
士
の
見
解
は
、
結
論
的
に
は
、
瑕
疵
担
保
責
任
を
債
務
不
履
行
責
任
で
あ
る
と
解
す
る
当
時
の
通
説
的
見
解
を
支
持
す
る
も

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
内
容
は
、
物
の
瑕
疵
を
原
始
的
一
部
不
能
で
あ
る
と
解
し
、
い
わ
ゆ
る
「
特
定
物
の
ド
グ
マ
」
を
認
め
、

不
特
定
物
の
売
買
に
お
い
て
目
的
物
に
瑕
疵
が
あ
る
場
合
に
は
、
売
主
は
一
般
の
債
務
不
履
行
責
任
を
負
う
が
、
特
定
物
の
売
買
に
つ

い
て
は
「
瑕
疵
ア
ル
マ
マ
」
の
物
を
買
主
に
給
付
す
れ
ば
、
売
主
は
そ
の
債
務
を
履
行
し
た
こ
と
に
な
る
と
す
る
。
し
か
も
、
瑕
疵
担

保
責
任
に
お
け
る
損
害
賠
償
の
範
囲
は
、
一
般
の
債
務
不
履
行
責
任
と
は
異
な
り
、
信
頼
利
益
（
消
極
的
契
約
利
益
）
の
賠
償
に
と
ど

ま
る
と
す
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
実
質
的
に
は
、
後
の
法
定
責
任
説
と
同
じ
で
あ
り
、
末
弘
博
士
に
よ
っ
て
、
法
定
責
任
説
の
基
本
的

な
道
具
立
て
が
な
さ
れ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
末
弘
博
士
は
、
不
特
定
物
の
売
買
に
お
い
て
も
、
目
的
物
が
特
定

す
れ
ば
瑕
疵
担
保
責
任
の
適
用
が
認
め
ら
れ
る
と
解
し
て
い
る
が
、
そ
の
特
定
が
い
つ
の
時
点
で
な
さ
れ
る
の
か
は
、
必
ず
し
も
明
ら

か
で
は
な
い
。
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三

鳩
山
秀
夫
博
士
の
見
解
｜
｜
法
定
責
任
説
の
確
立

⑴

担
保
責
任
の
根
拠

法
定
責
任
説
は
、
鳩
山
博
士
に
よ
っ
て
、「
そ
の
骨
格
が
形
成
さ

99
）

れ
た
」
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
鳩
山
博
士
は
、
売
主
の
担
保
責

任
が
、「
有
償
契
約
ノ
性
質
ニ
適
ス
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
取
引
上
ノ
信
用
ヲ
保
護
ス
ル
ガ
為
メ
ニ
必
要
ナ
」
法
定
責
任
で
あ
る
と

100
）

す
る
。

そ
し
て
、
従
来
の
学
説
を
次
の
よ
う
に
批
判
し
た
。

ま
ず
、「
担
保
責
任
ノ
根
拠
ヲ
黙
示
ノ
担
保
契
約
ニ
求
ム
ル
学
説
」（
伴
）
に
つ
い
て
は
、
売
買
の
当
事
者
が
「
必
ズ
シ
モ
常
ニ
権
利

又
ハ
目
的
物
ニ
瑕
疵
ア
ル
場
合
ヲ
予
想
シ
テ
意
思
表
示
ヲ
為
ス
モ
ノ
」
で
は
な
く
、
ま
た
、
法
律
も
「
此
ノ
如
キ
意
思
表
示
ア
リ
タ
ル

コ
ト
ヲ
前
提
シ
テ
担
保
責
任
ヲ
」
定
め
た
わ
け
で
は
な
い
と
す
る
。
そ
し
て
、「
担
保
契
約
説
ハ
近
世
ノ
学
者
多
ク
之
ヲ
採
ラ
ズ
」
と

述

101
）

べ
る
。

次
に
、
当
時
の
通
説
で
あ
っ
た
「
担
保
責
任
ヲ
以
テ
債
務
不
履
行
ノ
効
果
」
と
す
る
見
解
（
債
務
不
履
行
責
任
説
）
に
つ
い
て
は
、

明
確
に
こ
れ
を
否
定
し
た
。
す
な
わ
ち
、
担
保
責
任
の
規
定
は
、「
債
務
不
履
行
ニ
因
ル
法
律
効
果
ヲ
定
メ
タ
ル
モ
ノ
ニ
ア
ラ
ズ
」
と

い
う
。
そ
の
理
由
は
、
次
の
二
つ
で
あ
る
。
第
一
に
、「
特
定
物
ノ
売
買
ニ
於
テ
契
約
締
約
ノ
当
時
既
ニ
瑕
疵
ノ
存
ス
ル
ト
キ
」
は
、

後
発
的
不
能
で
は
な
く
、「
原
始
的
一
部
不
能
」
で
あ
る
か
ら
、
債
務
不
履
行
で
は
な
い
。
第
二
に
、
仮
に
「
財
産
権
移
転
ノ
債
務
ヲ

以
テ
担
保
責
任
ノ
原
因
」
で
あ
る
と
す
れ
ば
、「
無
償
行
為
ニ
基
ク
財
産
権
移
転
ノ
債
務
ニ
付
テ
モ
」
担
保
責
任
を
認
め
る
べ
き
で
あ

る
が
、
民
法
は
、「
贈
与
ニ
付
テ
ハ
原
則
ト
シ
テ
之
ヲ
認
メ
ズ
シ
テ
売
買
ニ
付
テ
」
認
め
る
に
過
ぎ
な
い
と

102
）

す
る
。

ま
た
、
数
量
不
足
と
瑕
疵
の
担
保
責
任
が
「
過
失
ニ
因
ル
責
任
」
で
あ
る
か
に
つ
い
て
も
、
鳩
山
博
士
は
、「
瑕
疵
又
ハ
数
量
不
足

ニ
付
キ
売
主
ニ
過
失
ア
ル
コ
ト
ヲ
要
件
ト
セ
ズ
」、
無
過
失
責
任
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、「
法
典
ガ
此
場
合
ニ
於
テ
無
過
失
責
任
ヲ

認
メ
タ
ル
理
由
」
を
、「
有
償
契
約
ニ
付
テ
買
主
ヲ
保
護
ス
ル
コ
ト
ガ
取
引
上
ノ
信
用
ヲ
保
護
シ
動
的
安
全
ヲ
保
護
ス
ル
ガ
為
メ
ニ
必

要
ナ
リ
ト
為
シ
タ
ル
ガ
故
ナ
リ
」
と

103
）

し
た
。
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右
の
よ
う
に
、
鳩
山
博
士
は
、
瑕
疵
担
保
責
任
（
五
七
〇
条
）
と
数
量
不
足
の
場
合
に
お
け
る
売
主
の
担
保
責
任
（
五
六
五
条
）
が

売
主
の
無
過
失
責
任
で
あ
り
、
有
償
契
約
に
つ
い
て
買
主
を
特
に
保
護
す
る
た
め
に
認
め
ら
れ
た
法
定
責
任
で
あ
る
と
す
る
。

⑵

瑕
疵
担
保
責
任
の
法
的
性
質

右
に
加
え
て
、
鳩
山
博
士
は
、
瑕
疵
担
保
責
任
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
詳
説
す
る
。

ま
ず
、
瑕
疵
担
保
責
任
は
、「
羅
馬
法
以
来
諸
国
ノ
法
制
ニ
於
テ
普
ク
」
認
め

104
）

ら
れ
、
と
り
わ
け
、
ロ
ー
マ
法
後
期
に
は
、「
解
除
権

ト
代
金
減
額
請
求
権
ト
ヲ
選
択
的
ニ
買
主
ニ
与
ヘ
タ
」
が
、「
我
民
法
ノ
特
色
」
は
、
次
の
二
つ
に
あ
る
と
す
る
。
一
つ
は
、「
代
金
減

額
請
求
権
ヲ
認
メ
ザ
ル
コ
ト
」
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、「
売
主
ノ
故
意
又
ハ
過
失
ヲ
要
件
ト
セ
ズ
シ
テ
一
般
ニ
損
害
賠
償
請
求
権
ヲ
」

認
め
た
こ
と
で

105
）

あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
「
瑕
疵
担
保
ノ
法
律
上
ノ
性
質
ニ
付
テ
ハ
」
学
説
が
分
か
れ
、「
多
数
ノ
学
者
」
は
、
こ
れ
を
給
付
義
務
の

不
履
行
（
債
務
不
履
行
責
任
）
で
あ
る
と
解
し
て
い
る
。
し
か
し
、
鳩
山
博
士
は
、
担
保
責
任
が
「
特
定
物
ノ
売
買
ニ
於
テ
初
ヨ
リ
目

的
物
ニ
瑕
疵
ア
リ
タ
ル
場
合
ニ
ノ
ミ
」
生
じ
る
も
の
で
あ
り
、「
且
初
ヨ
リ
瑕
疵
ア
ル
物
ヲ
瑕
疵
ナ
キ
物
ト
シ
テ
売
買
ス
ル
モ
理
論
上

瑕
疵
ナ
キ
物
ノ
給
付
ヲ
為
ス
ベ
キ
債
務
ヲ
生
ズ
ル
モ
ノ
ト
解
ス
ル
コ
ト
」
は
で
き
な
い
と
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、「
瑕
疵
ナ
キ
物
ヲ
給
付

ス
ル
コ
ト
ハ
初
ヨ
リ
不
能
ニ
シ
テ
原
始
的
不
能
ノ
給
付
ニ
付
テ
ハ
債
務
ハ
発
生
」
し
な
い
か
ら
で

106
）

あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
売
主
は
、「
原

始
的
一
部
不
能
ノ
理
由
ニ
因
リ
其
可
能
ナ
ル
範
囲
内
ニ
於
テ
ノ
ミ
債
務
ヲ
負
担
」
す
る
の
で
あ
り
、
瑕
疵
の
あ
る
特
定
物
を
給
付
す
れ

ば
、「
其
債
務
ヲ
履
行
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
言
ハ
ザ
ル
」
を
え
な
い
と

107
）

す
る
。

右
の
「
特
定
物
の
ド
グ
マ
」
を
前
提
に
、
鳩
山
博
士
は
、
瑕
疵
担
保
責
任
が
「
売
買
ヨ
リ
生
ズ
ル
法
律
上
ノ
責
任
」
で
あ
る
と
す

る
。
そ
し
て
、
法
律
が
特
に
瑕
疵
担
保
責
任
を
規
定
し
た
の
は
、
債
務
不
履
行
責
任
の
よ
う
な
「
一
般
ノ
原
則
」
に
よ
っ
て
は
、
売
主

の
責
任
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
お
い
て
も
、「
尚
売
主
ノ
責
任
ヲ
認
ム
ル
」
た
め
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
「
売
買
ノ
有
償

契
約
タ
ル
性
質
ニ
適
シ
、
売
買
ノ
信
用
ヲ
保
護
」
し
て
、「
取
引
ノ
需
要
ニ
応
ズ
ル
」
こ
と
に
な
る
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
鳩
山
博
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士
は
、
瑕
疵
担
保
責
任
が
債
務
不
履
行
責
任
で
は
な
く
、「
原
始
的
一
部
不
能
ニ
対
シ
法
律
ノ
認
メ
タ
ル
特
殊
ノ
責
任
ナ
リ
ト
解
セ
ザ

ル
ベ
カ
ラ
ズ
」
と
結
論

108
）

す
る
。

な
お
、
鳩
山
博
士
は
、
瑕
疵
担
保
責
任
を
無
過
失
責
任
で
あ
る
と
す
る
点
で
は
、
岡
松
博
士
の
『
無
過
失
損
害
賠
償
責
任
論
』
を
引

用
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
根
拠
は
、
岡
松
博
士
の
理
解
と
若
干
異
な
る
こ
と
に
注
意
を
要
す
る
。
す
な
わ
ち
、
前
述
の
よ
う
に
、
岡
松

博
士
は
、
無
過
失
責
任
の
根
拠
を
危
険
負
担
主
義
に
求
め
て
い
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
鳩
山
博
士
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

売
買
ノ
当
時
目
的
物
ニ
瑕
疵
ア
リ
タ
リ
ト
イ
フ
事
実
ニ
因
ル
損
害
ハ
何
人
ニ
帰
セ
シ
ム
ベ
キ
カ
ト
イ
フ
問
題
ハ
、
売
主
ガ
通
常
其
瑕
疵

ノ
存
在
ヲ
知
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
地
位
ニ
在
リ
ト
イ
フ
事
実
ノ
外
、
売
買
ガ
有
償
契
約
タ
リ
ト
イ
フ
事
実
ニ
基
キ
テ
解
決
ス
ル
ヲ
正
当
ト
ス
。
之

レ
法
典
ガ
贈
与
ト
異
リ
売
買
ニ
於
テ
担
保
責
任
ヲ
認
メ
タ
ル
所
以

109
）

ナ
リ
」（
句
読
点
は
筆
者
）。

右
の
記
述
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
鳩
山
博
士
は
、
瑕
疵
担
保
責
任
を
、
目
的
物
に
つ
い
て
の
給
付
危
険
の
問
題
で
は
な
く
、
有

償
契
約
で
あ
る
売
買
を
保
護
す
る
た
め
の
特
別
な
無
過
失
責
任
と
し
て
捉
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
鳩
山
博
士
は
、
瑕
疵

担
保
責
任
を
、「
取
引
上
ノ
信
用
ヲ
保
護
シ
」
動
的
安
全
を
保
護
す
る
た
め
の
、
過
失
責
任
主
義
に
対
す
る
「
例
外
」
で
あ
る
と
す
る

も
の
で

110
）

あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
岡
松
博
士
と
の
理
解
の
相
違
が
、
不
特
定
物
の
売
買
に
対
す
る
瑕
疵
担
保
責
任
の
適
否

に
反
映
す
る
。

⑶

不
特
定
物
の
売
買
へ
の
適
用

結
論
か
ら
述
べ
れ
ば
、
鳩
山
博
士
は
、
不
特
定
物
の
売
買
に
つ
い
て
は
、
瑕
疵
担
保
責
任
が
適
用
さ
れ
な
い
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し

て
、
当
時
の
多
数
説
（
岡
松
・
横
田
・
曄
道
）
は
、「
不
特
定
物
ノ
売
買
ニ
付
テ
モ
第
五
七
十
条
ノ
適
用
」
を
認
め
、
不
特
定
物
の
「
特

定
の
時
期
、
即
チ
危
険
移
転
ノ
時
期
以
前
ニ
生
ジ
タ
ル
瑕
疵
ニ
付
テ
担
保
責
任
」
を
肯
定
し
て
い
た
。
し
か
し
、
鳩
山
博
士
は
、
こ
の
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よ
う
な
多
数
説
が
、「
売
買
ノ
目
的
物
ト
給
付
ノ
目
的
物
ト
ヲ
混
同
ス
ル
モ
ノ
」
で
あ
る
と
批

判
す
る
。
す
な
わ
ち
、「
此
場
合
ニ
ハ
、
給
付
ノ
目
的
物
ニ
瑕
疵
ア
ル
モ
固
ヨ
リ
売
買
ノ
目
的

物
ニ
瑕
疵
ア
ル
ニ
ア
ラ
ズ
」
と

111
）

す
る
。

右
の
鳩
山
博
士
の
主
張
は
、
や
や
わ
か
り
に
く
い
。
し
か
し
、
そ
こ
に
付
さ
れ
た
注
釈
に
よ

れ
ば
、
不
特
定
物
に
つ
い
て
は
、「
売
主
ガ
瑕
疵
ア
ル
物
ノ
給
付
ヲ
提
供
」
し
て
も
、
特
定
す

る
こ
と
は
な
く
、
買
主
が
そ
れ
を
受
領
し
て
も
、「
不
完
全
給
付
ノ
問
題
ヲ
生
ズ
ル
ノ
ミ
」
で

あ
っ
て
、
瑕
疵
担
保
責
任
は
問
題
と
な
ら
な
い
と

112
）

す
る
。
結
局
、
鳩
山
博
士
は
、
瑕
疵
担
保
責

任
が
特
定
物
の
売
買
に
し
か
適
用
さ
れ
ず
、
不
特
定
物
に
関
し
て
は
、「
契
約
当
時
給
付
セ
ラ

ル
ベ
キ
物
ガ
特
定
ス
ル
カ
又
ハ
少
ク
ト
モ
其
選
択
セ
ラ
ル
ベ
キ
物
ノ
範
囲
ガ
特
定
セ
ル
コ
ト
ヲ

要
ス
」
と

113
）

す
る
。
換
言
す
れ
ば
、
瑕
疵
は
、「
売
買
契
約
当
時
既
ニ
存
在
」
し
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、
目
的
物
が
少
な
く
と
も
契
約
締
結
時
に
特
定
し
て
い
な
け
れ
ば
、「
担
保
責
任
ヲ
生
ゼ
ズ
」

と
い
う
こ
と
に

114
）

な
る
。

も
っ
と
も
、
鳩
山
博
士
は
、
特
定
物
の
売
買
に
関
し
て
は
、
常
に
瑕
疵
担
保
責
任
の
適
用
を

認
め
る
わ
け
で
は
な
い
。「
売
買
当
時
瑕
疵
ナ
ク
、
爾
後
瑕
疵
ヲ
生
ジ
タ
ル
場
合
」
に
は
、
瑕

疵
が
債
務
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
か
否
か
に
よ
っ
て
、
そ
の
適
用

条
文
を
異
に
す
る
。
す
な
わ
ち
、
債
務
者
に
帰
責
性
が
な
け
れ
ば
危
険
負
担
（
五
三
四
条
）
の

問
題
と
な
り
、
ま
た
、
債
務
者
に
帰
責
性
が
あ
れ
ば
、
債
務
不
履
行
責
任
（
四
一
五
条
・
五
四

三
条
）
が
適
用
さ
れ
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、「
担
保
責
任
ノ
問
題
ヲ
生
ズ
ル
ニ
ア
ラ
ズ
」
と

115
）

す
る
。

図③ 法定責任説（鳩山）による理解
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以
上
の
鳩
山
博
士
の
見
解
を
図
に
す
れ
ば
、
前
頁
の
③
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

⑷

損
害
賠
償
の
範
囲

な
お
、
鳩
山
博
士
は
、
瑕
疵
担
保
責
任
を
法
定
責
任
で
あ
る
と
す
る
が
、
そ
の
損
害
賠
償
の
範
囲
に
関
し
て
は
、
一
般
の
債
務
不
履

行
責
任
と
同
様
に
解
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
瑕
疵
担
保
ノ
法
律
効
果
ハ
買
主
ガ
解
除
権
又
ハ
損
害
賠
償
請
求
権
ヲ
取
得
ス
ル
コ
ト
」

で
あ
り
、
瑕
疵
に
つ
き
「
売
主
ノ
善
意
ナ
リ
ヤ
否
ヤ
、
過
失
ア
リ
ヤ
否
ヤ
」
を
問
わ
な
い
。
た
だ
し
、
民
法
が
代
金
減
額
請
求
権
を
認

め
な
か
っ
た
の
は
、「
数
量
不
足
の
場
合
ト
異
リ
減
額
ノ
範
囲
ヲ
」
定
め
る
こ
と
が
「
困
難
」
だ
か
ら
で
あ
る
と

116
）

す
る
。
こ
の
点
は
、

鳩
山
博
士
も
、
本
来
は
代
金
減
額
請
求
権
を
認
め
る
の
が
妥
当
で
あ
る
が
、
そ
の
算
定
が
事
実
上
困
難
で
あ
る
た
め
損
害
賠
償
を
認
め

る
と
し
た
、
起
草
者
（
梅
）
の
見
解
に
従
う
も
の
で
あ
る
。

四

小

括

明
治
期
に
す
で
に
主
張
さ
れ
て
い
た
、「
瑕
疵
あ
る
特
定
物
の
履
行
は
瑕
疵
な
き
履
行
で
あ
る
」
と
の
「
特
定
物
の
ド
グ
マ
」
は
、

大
正
期
に
な
る
と
、
学
説
に
よ
っ
て
一
般
的
に
承
認
さ
れ
る
。
そ
の
理
論
的
支
柱
と
な
っ
た
の
が
、
石
坂
博
士
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
、

末
弘
博
士
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
た
「
原
始
的
一
部
不
能
」
論
で
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
、
末
弘
博
士
が
、
特
定
物
の
売
買
に
お
け
る
物
の

瑕
疵
を
原
始
的
一
部
不
能
で
あ
る
と
解
し
、「
瑕
疵
ア
ル
マ
マ
」
の
物
を
買
主
に
給
付
す
れ
ば
、
売
主
は
そ
の
債
務
を
履
行
し
た
こ
と

に
な
る
と
し
た
点
は
、
そ
の
後
の
多
く
の
学
説
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
と
な
る
。
た
だ
し
、
末
弘
博
士
自
身
は
、
当
時
の
通
説

的
見
解
に
従
い
、
瑕
疵
担
保
責
任
を
債
務
不
履
行
責
任
で
あ
る
と
し
、
そ
の
理
論
を
徹
底
し
な
か
っ
た
。
そ
の
末
弘
博
士
の
理
論
を
基

本
的
に
は
承
継
し
つ
つ
、
法
定
責
任
説
を
確
立
し
た
の
は
、
鳩
山
博
士
で
あ
っ
た
。
こ
の
鳩
山
博
士
の
見
解
は
、
岡
松
博
士
に
代
表
さ

れ
る
明
治
・
大
正
期
の
通
説
的
見
解
を
否
定
し
、
代
わ
っ
て
、
法
定
責
任
説
を
通
説
へ
と
押
し
上
げ
て
ゆ
く
こ
と
と
な
る
。
そ
の
意
味

で
は
、
鳩
山
博
士
の
見
解
は
、
瑕
疵
担
保
責
任
の
法
的
性
質
を
め
ぐ
る
学
説
史
に
お
い
て
は
、
一
つ
の
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
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も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
次
の
款
で
は
、
本
節
の
ま
と
め
と
し
て
、
明
治
・
大
正
期
を
代
表
す
る
岡
松
博
士
の
見
解
と
、
鳩
山
博
士
の

見
解
と
の
異
同
を
明
ら
か
に
す
る
。

49
）

星
野
・
前
掲
注
（
２
）
三
九
頁
。

50
）

岡
松
参
太
郎
『
無
過
失
損
害
賠
償
責
任
論
』（
有
斐
閣
、
一
九
五
三
年
復
刻
、
初
版
一
九
一
六
年
）
五
八
六
頁
（
註
一
三
）。
な
お
、
同
一
二
二
頁
以
下
も
参
照
。

51
）

岡
松
・
前
掲
注
（
50
）
五
八
六
頁
。

52
）

岡
松
・
前
掲
注
（
50
）
一
六
二
頁
。

53
）

岡
松
・
前
掲
注
（
50
）
五
八
六
頁
。

54
）

岡
松
・
前
掲
注
（
50
）
一
六
二
頁
。

55
）

岡
松
・
前
掲
注
（
50
）
一
六
〇
頁
。

56
）

岡
松
・
前
掲
注
（
50
）
五
八
七
頁
。

57
）

岡
松
・
前
掲
注
（
50
）
一
七
九
頁
。

58
）

岡
松
・
前
掲
注
（
50
）
一
八
一
頁
。

59
）

岡
松
・
前
掲
注
（
50
）
五
八
七
頁
。

60
）

岡
松
・
前
掲
注
（
50
）
五
八
七
頁
。
同
一
二
五
頁
（
註
二
）
も
参
照
。

61
）

岡
松
・
前
掲
注
（
50
）
五
八
七
頁
。

62
）

岡
松
・
前
掲
注
（
50
）
五
八
五
頁
。

63
）

岡
松
・
前
掲
注
（
50
）
五
八
五
頁
。
ま
た
、
岡
松
博
士
は
、
特
定
物
の
売
買
に
つ
い
て
は
「
頗
争
ア
リ
」
と
し
つ
つ
も
、「
売
主
ハ
事
理
上
其
特
定
物
ヲ
売
買
締
結

ノ
時
ノ
状
態
ニ
於
テ
引
渡
ス
ノ
義
務
ヲ
負
フ
ノ
ミ
」
で
あ
る
と
し
、
目
的
物
が
「
契
約
上
予
定
セ
ラ
ル
ル
価
値
又
ハ
性
質
ヲ
欠
ク
ト
キ
」
の
責
任
は
、「
義
務
ノ
不
履
行

ニ
基
ク
モ
ノ
」
で
は
な
い
と
す
る
。
そ
の
理
由
は
、
売
主
が
「
其
特
定
物
ノ
給
付
ニ
依
リ
、
瑕
疵
ア
ル
モ
ノ
ニ
セ
ヨ
、
其
義
務
ノ
履
行
ヲ
完
了
シ
タ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
、
買

主
ハ
最
早
給
付
ニ
対
ス
ル
請
求
権
ヲ
有
」
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
瑕
疵
担
保
責
任
は
、「
法
律
ノ
規
定
ニ
基
ク
特
別
ナ
ル
責
任
」（
法
定
責
任
）
で
あ

り
、「
全
ク
危
険
負
担
ニ
基
ク
責
任
」
で
あ
る
と
す
る
（
同
五
八
七
｜
五
八
八
頁
〔
註
一
三
（
二
）（
ロ
）〕）。
な
お
、
同
一
二
五
頁
（
註
二
）
も
参
照
。

64
）

岡
松
・
前
掲
注
（
50
）
五
八
五
頁
。

65
）

岡
松
・
前
掲
注
（
50
）
五
八
五
頁
。
な
お
、
同
五
八
八
頁
〔
註
一
三
（
二
）（
ロ
）〕
は
、
端
的
に
、
瑕
疵
担
保
責
任
が
「
純
然
タ
ル
事
変
的
損
害
ニ
対
ス
ル
モ
ノ
ニ

シ
テ
、
之
ヲ
其
当
事
者
ノ
一
方
ニ
帰
ス
ベ
キ
特
別
ナ
ル
理
由
ナ
ク
、
然
カ
モ
其
瑕
疵
ハ
売
主
ノ
支
配
内
ニ
在
ル
モ
ノ
ナ
ル
ガ
故
ニ
、
之
ヲ
売
主
ニ
帰
ス
ル
モ
ノ
ニ
外
ナ

ラ
」
な
い
と
す
る
。

66
）

岡
松
・
前
掲
注
（
50
）
一
二
三
｜
一
二
四
頁
（
註
一
（
二
））。
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67
）

円
谷
・
前
掲
注
（
１
）
二
〇
四
頁
以
下
は
、「
岡
松
改
説
」
と
す
る
。

68
）

北
川
善
太
郎
『
日
本
法
学
の
歴
史
と
理
論
』（
日
本
評
論
社
、
一
九
六
八
年
）
一
一
四
頁
。
な
お
、
北
川
教
授
に
よ
れ
ば
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
、
瑕
疵
担
保
責
任

が
、
債
務
不
履
行
責
任
で
は
な
く
法
定
責
任
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
は
、「
一
九
〇
五
年
（
明
治
三
八
年
）
シ
ョ
ル
マ
イ
ヤ
ー
（S

ch
o
llm

ey
er

）
の
論
文
が

出
」
て
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
は
、「
特
定
物
の
売
主
は
瑕
疵
な
き
物
の
給
付
義
務
を
負
う
と
す
る
の
が
通
説
で
あ
っ
た
」
と
さ
れ
る
（
同
一
一
二
頁
）。

69
）

下
森
定
「
不
特
定
物
売
買
と
瑕
疵
担
保
責
任
（
一
）
｜
｜
大
正
一
四
年
判
決
の
再
検
討
と
昭
和
三
六
年
判
決
へ
の
架
橋
」
法
学
志
林
六
六
巻
四
号
一
〇
三
頁
（
一
九

六
九
年
）。

70
）

北
川
・
前
掲
注
（
68
）
一
一
三
頁
。

71
）

北
川
・
前
掲
注
（
68
）
一
一
二
頁
。

72
）

円
谷
・
前
掲
注
（
１
）
二
一
〇
頁
。

73
）

石
坂
音
四
郎
「
給
付
不
能
論
」『
改
纂
民
法
研
究
』（
有
斐
閣
、
第
四
版
、
一
九
二
四
年
）
一
二
五
頁
以
下
に
所
収
。
同
論
文
の
初
出
は
、
法
学
新
報
二
一
巻
九
｜
一

一
号
（
一
九
一
一
年
）、
二
二
巻
一
｜
四
号
（
一
九
一
二
年
）、
京
都
法
学
会
雑
誌
七
巻
二
号
（
一
九
一
二
年
）。

74
）

末
弘
厳
太
郎
『
債
権
各
論
』（
有
斐
閣
、
一
九
一
八
年
）
一
二
〇
頁
注
（
６
）
参
照
。
な
お
、
円
谷
・
前
掲
注
（
１
）
二
〇
八
｜
二
〇
九
頁
参
照
。

75
）

石
坂
・
前
掲
注
（
73
）
一
五
六
頁
。

76
）

石
坂
・
前
掲
注
（
73
）
一
七
一
頁
。
な
お
、
石
坂
音
四
郎
『
日
本
民
法
債
権
編
第
二
巻
』（
有
斐
閣
書
房
、
訂
正
第
四
版
、
一
九
一
三
年
）
五
三
一
｜
五
三
二
頁
参

照
。

77
）

石
坂
・
前
掲
注
（
73
）
一
七
一
頁
。

78
）

石
坂
・
前
掲
注
（
73
）
一
七
二
頁
、
石
坂
・
前
掲
注
（
76
）
五
三
二
頁
。

79
）

石
坂
・
前
掲
注
（
73
）
一
八
九
頁
。

80
）

円
谷
・
前
掲
注
（
１
）
二
〇
九
頁
。

81
）

末
弘
厳
太
郎
「
双
務
契
約
ト
履
行
不
能
（
一
）」
法
学
協
会
雑
誌
三
四
巻
三
号
三
頁
（
一
九
一
六
年
）。

82
）

末
弘
・
前
掲
注
（
81
）
二
五
頁
。

83
）

末
弘
・
前
掲
注
（
81
）
二
六
頁
。

84
）

末
弘
・
前
掲
注
（
81
）
二
六
｜
二
七
頁
。

85
）

末
弘
・
前
掲
注
（
81
）
三
二
頁
（
註
二
七
）。

86
）

末
弘
・
前
掲
注
（
81
）
二
九
頁
。

87
）

末
弘
・
前
掲
注
（
74
）
三
八
三
｜
三
八
四
頁
。

88
）

末
弘
・
前
掲
注
（
74
）
三
八
四
頁
。

89
）

末
弘
・
前
掲
注
（
74
）
三
八
四
｜
三
八
五
頁
。
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90
）

末
弘
・
前
掲
注
（
74
）
三
八
五
頁
。

91
）

末
弘
・
前
掲
注
（
74
）
三
八
五
頁
。

92
）

末
弘
・
前
掲
注
（
74
）
四
一
六
頁
。

93
）

末
弘
・
前
掲
注
（
74
）
四
一
六
｜
四
一
七
頁
。

94
）

末
弘
・
前
掲
注
（
74
）
四
一
七
頁
。

95
）

末
弘
・
前
掲
注
（
74
）
四
一
七
｜
四
一
八
頁
。

96
）

末
弘
・
前
掲
注
（
74
）
四
一
八
｜
四
一
九
頁
。

97
）

末
弘
・
前
掲
注
（
74
）
四
一
九
頁
。
な
お
、
円
谷
・
前
掲
注
（
１
）
二
一
〇
頁
に
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
末
弘
博
士
は
、
後
に
そ
の
見
解
を
改
め
、
法
定
責
任
説
の

代
表
的
な
論
者
と
な
る
。

98
）

末
弘
・
前
掲
注
（
74
）
一
二
五
｜
一
二
六
頁
。

99
）

円
谷
・
前
掲
注
（
１
）
二
一
〇
頁
。

100
）

鳩
山
秀
夫
『
日
本
債
権
法
各
論
下
』（
岩
波
書
店
、
一
九
二
〇
年
）
三
二
〇
頁
。

101
）

鳩
山
・
前
掲
注
（
100
）
三
二
〇
｜
三
二
一
頁
。

102
）

鳩
山
・
前
掲
注
（
100
）
三
二
一
頁
。

103
）

鳩
山
・
前
掲
注
（
100
）
三
二
二
頁
。

104
）

鳩
山
・
前
掲
注
（
100
）
三
四
七
頁
。

105
）

鳩
山
・
前
掲
注
（
100
）
三
四
九
頁
（
註
二
十
六
）。

106
）

鳩
山
・
前
掲
注
（
100
）
三
四
七
｜
三
四
八
頁
。

107
）

鳩
山
・
前
掲
注
（
100
）
三
四
八
頁
。

108
）

鳩
山
・
前
掲
注
（
100
）
三
四
九
頁
。

109
）

鳩
山
・
前
掲
注
（
100
）
三
五
〇
頁
（
註
二
十
九
）。

110
）

鳩
山
・
前
掲
注
（
100
）
三
二
二
頁
。

111
）

鳩
山
・
前
掲
注
（
100
）
三
五
〇
｜
三
五
一
頁
。

112
）

鳩
山
・
前
掲
注
（
100
）
三
五
一
頁
（
註
三
十
一
）。

113
）

鳩
山
・
前
掲
注
（
100
）
三
五
一
頁
。

114
）

鳩
山
・
前
掲
注
（
100
）
三
五
〇
頁
。

115
）

鳩
山
・
前
掲
注
（
100
）
三
五
一
｜
三
五
二
頁
。

116
）

鳩
山
・
前
掲
注
（
100
）
三
五
五
頁
。
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第
三
款

明
治
・
大
正
期
の
学
説
の
ま
と
め

一

無
過
失
責
任
と
し
て
の
瑕
疵
担
保
責
任

本
節
の
冒
頭
で
も
繰
り
返
し
た
よ
う
に
、
民
法
の
起
草
者
（
梅
）
は
、
瑕
疵
担
保
責
任
を
債
務
不
履
行
責
任
で
あ
る
と
解
し
、
売
主

が
目
的
物
の
瑕
疵
を
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
そ
の
過
失
（「
知
ラ
ザ
ル
過
失
」）
が
あ
る
と
し
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
理
解
は
、

民
法
典
施
行
直
後
か
ら
見
ら
れ
な
く
な
り
、
学
説
は
、
瑕
疵
担
保
責
任
を
債
務
不
履
行
責
任
で
あ
る
と
し
つ
つ
も
、
無
過
失
責
任
で
あ

る
と
解
す
る
点
で
は
一
致
し
て
い
た
。
そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
瑕
疵
担
保
責
任
を
無
過
失
責
任
で
あ
る
と
解
す
る
理
論
的
な
根
拠

で
あ
る
。

こ
の
問
題
を
明
確
に
意
識
し
、
一
つ
の
答
え
を
用
意
し
て
い
た
の
は
、
明
治
・
大
正
期
を
代
表
す
る
岡
松
博
士
で
あ
る
。
岡
松
博
士

は
、
す
で
に
『
註
釈
民
法
理
由
』
に
お
い
て
、
瑕
疵
担
保
責
任
と
危
険
負
担
と
の
関
係
を
論
じ
、（
給
付
）
危
険
が
移
転
す
る
前
の
瑕

疵
は
売
主
が
負
担
し
、
危
険
が
買
主
に
移
転
し
た
後
に
生
じ
た
瑕
疵
は
、
買
主
が
負
担
す
る
と
解
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
理
解
は
、

横
田
博
士
に
支
持
さ
れ
、
明
治
期
に
は
通
説
的
見
解
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

そ
し
て
、
大
正
期
に
入
り
、
右
の
問
題
に
正
面
か
ら
取
り
組
ん
だ
の
が
、
同
じ
く
岡
松
博
士
に
よ
っ
て
著
さ
れ
た
『
無
過
失
損
害
賠

償
責
任
論
』
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
同
著
に
お
い
て
岡
松
博
士
は
、
瑕
疵
担
保
責
任
が
「
結
果
責
任
」
で
あ
り
、
そ
の
「
唯
一
又
ハ

主
要
ナ
ル
」
根
拠
は
、「
危
険
支
配
ニ
基
ク
危
険
負
担
」
で
あ
る
と
し
た
。
そ
の
詳
細
は
す
で
に
述
べ
た
が
、
要
す
る
に
、
特
定
物
の

給
付
義
務
に
お
け
る
「
物
ノ
瑕
疵
」
は
、「
当
事
者
ノ
一
方
ニ
帰
ス
ベ
キ
特
別
ナ
ル
理
由
ナ
キ
損
害
」
で
あ
っ
て
、「
全
ク
事
変
的
損
害

ノ
性
質
」
を
有
す
る
た
め
、
法
律
が
「
危
険
負
担
主
義
ヲ
適
用
」
し
、「
其
瑕
疵
ノ
負
担
ヲ
売
主
ニ
帰
シ
」
た
と
説
明
す
る
。

こ
の
よ
う
な
岡
松
博
士
の
見
解
は
、
瑕
疵
担
保
責
任
が
無
過
失
責
任
で
あ
る
こ
と
の
理
論
的
な
基
礎
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
り
、
理

論
そ
の
も
の
は
十
分
に
説
得
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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二

原
始
的
一
部
不
能
論
と
の
関
係

と
こ
ろ
が
、
右
の
危
険
負
担
に
よ
る
理
解
は
、
大
正
期
に
原
始
的
不
能
論
が
導
入
さ
れ
、

特
定
物
に
お
け
る
瑕
疵
が
原
始
的
一
部
不
能
で
あ
る
と
の
理
解
が
一
般
的
に
な
る
と
、
そ
の

理
論
的
な
基
盤
が
動
揺
す
る
こ
と
と
な
る
。
と
い
う
の
も
、
民
法
の
危
険
負
担
（
五
三
四
条

以
下
）
は
、
契
約
締
結
後
に
債
務
者
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
事
由
に
よ
っ
て
目

的
物
が
滅
失
・
損
傷
し
た
場
合
、
つ
ま
り
後
発
的
不
能
を
規
律
す
る
も
の
で
あ
り
、
原
始
的

不
能
を
規
律
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

右
の
点
を
意
識
的
に
論
じ
た
の
は
、
鳩
山
博
士
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
鳩
山
博
士
は
、

瑕
疵
担
保
責
任
が
売
買
契
約
締
結
以
前
の
特
定
物
の
瑕
疵
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
制
度
で
あ

り
、「
売
買
当
時
瑕
疵
ナ
ク
、
爾
後
瑕
疵
ヲ
生
ジ
タ
ル
場
合
」
に
は
、
瑕
疵
が
債
務
者
の
責

め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
基
づ
か
な
け
れ
ば
、
危
険
負
担
（
五
三
四
条
）
の
問
題
と
な
る
と
し

た
。
つ
ま
り
、
危
険
負
担
は
、
後
発
的
不
能
の
場
合
に
の
み
問
題
と
な
り
、
原
始
的
一
部
不
能
に
関
す
る
規
律
で
あ
る
瑕
疵
担
保
責
任

と
は
無
関
係
な
制
度
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
鳩
山
博
士
の
理
解
は
、
今
日
に
お
い
て
も
、
広
く
受
け
入

れ
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
一
つ
の
例
証
と
し
て
、
民
法
の
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
図
④
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き

117
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よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
瑕
疵
担
保
責
任
が
危
険
負
担
と
異
な
る
制
度
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
無
過
失
責
任
の
根
拠
を
、
別
の
点
に
求
め
ざ
る

を
え
な
く
な
る
。
そ
こ
で
、
鳩
山
博
士
が
強
調
し
た
の
は
、
瑕
疵
担
保
責
任
が
、
有
償
契
約
で
あ
る
売
買
を
保
護
す
る
た
め
の
特
別
な

無
過
失
責
任
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
鳩
山
博
士
は
、
瑕
疵
担
保
責
任
を
、「
取
引
上
ノ
信
用
ヲ
保
護
シ
」
動
的
安

全
を
保
護
す
る
た
め
の
、
過
失
責
任
主
義
に
対
す
る
「
例
外
」
で
あ
る
と
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
見
解
は
、
瑕
疵
担
保
責
任
が
無
過
失

図④ 鈴木禄弥博士の理解
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責
任
で
あ
る
こ
と
を
理
論
的
に
基
礎
づ
け
る
も
の
で
は
な
く
、
な
ぜ
無
過
失
責
任
を
採
用
す
る
か
と
い
う
立
法
政
策
の
問
題
に
か
か
わ

る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
今
日
に
お
い
て
、
瑕
疵
担
保
責
任
が
無
過
失
責
任
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
た
め
に
は
、
有

償
契
約
で
あ
る
売
買
を
、
特
に
無
過
失
責
任
を
設
け
て
保
護
す
る
こ
と
の
妥
当
性
が
改
め
て
問
わ
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
大
正
七
年
（
一
九
二
〇
年
）
に
鳩
山
博
士
の
見
解
が
公
に
さ
れ
る
と
、
そ
の
影
響
力
は
大
き
く
、
瑕
疵
担
保
責

任
を
危
険
負
担
で
あ
る
と
解
し
て
い
た
当
時
の
通
説
的
見
解
（
岡
松
・
横
田
・
曄
道
）
は
、
こ
の
時
期
を
境
と
し
て
徐
々
に
勢
力
を
失

う
こ
と
と
な
る
。
た
だ
し
、
大
正
一
四
年
の
大
審
院
判
決
に
は
、
岡
松
博
士
の
見
解
が
色
濃
く
反
映
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
（
第
三

節
）。三

ま
と
め
に
代
え
て
｜
｜
再
び
危
険
負
担
に
つ
い
て

や
や
蛇
足
と
な
る
こ
と
を
お
そ
れ
つ
つ
、
本
節
の
最
後
に
も
う
一
度
、
岡
松
博
士
の
見
解
と
鳩
山
博
士
の
見
解
を
対
比
し
て
検
討
す

る
。右

の
二
つ
の
見
解
、
と
り
わ
け
、「
改
説
」
後
の
岡
松
博
士
の
見
解
と
鳩
山
博
士
の
そ
れ
と
は
、
瑕
疵
担
保
責
任
を
売
主
の
無
過
失

責
任
で
あ
る
と
解
し
、
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
特
別
な
責
任
で
あ
る
と
す
る
点
で
は
一
致
す
る
。
た
だ
、
右
に
述
べ
た
よ
う
に
、
岡
松

博
士
は
、
そ
の
無
過
失
責
任
の
根
拠
を
「
危
険
負
担
主
義
」
に
求
め
た
の
に
対
し
て
、
鳩
山
博
士
は
、
瑕
疵
担
保
責
任
が
「
危
険
負
担

（
五
三
四
条
）」
と
は
無
関
係
の
制
度
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
法
律
が
動
的
安
全
を
保
護
す
る
た
め
に
特
別
に
認
め
た
無
過
失
責
任
で
あ
る

と
し
た
点
に
、
両
者
の
違
い
が
存
す
る
。

と
こ
ろ
で
、
民
法
五
三
四
条
以
下
が
規
定
す
る
危
険
負
担
は
、
鳩
山
博
士
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
売
買
契
約
の
締
結
後
に
、
債
務
者

（
売
主
）
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
事
由
に
よ
っ
て
履
行
不
能
が
生
じ
た
場
合
を
規
律
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
こ

に
規
定
さ
れ
て
い
る
の
は
、
売
主
の
債
務
が
履
行
不
能
に
よ
っ
て
消
滅
し
た
場
合
に
お
け
る
、
売
主
の
債
務
と
対
価
関
係
に
立
つ
買
主
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の
反
対
債
務
の
運
命
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
に
い
う
「
危
険
」
と
は
、
対
価
喪
失
の
危
険
を
意
味
す
る
「
対
価
危
険
」
の
こ
と
で

118
）

あ
る
。
し
か
し
、
危
険
負
担
そ
の
も
の
は
、
よ
り
広
い
概
念
で
あ
り
、
物
の
売
買
に
お
い
て
、「
当
事
者
が
契
約
関
係
に
は
い
る
以
前

に
そ
の
物
が
不
可
抗
力
で
滅
失
・
損
傷
し
た
と
き
は
、
そ
の
損
失
（
物
の
危
険
）
は
物
の
所
有
者
と
し
て
の
債
務
者
（
売
主
）
の
負
担

に
帰

119
）

す
る
」
と
い
う
こ
と
を
も
含
む
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
事
変
に
よ
る
損
害
は
所
有
者
が
負
担
す
る
」（ca

su
m
 
sen

tit
 

d
o
m
in
u
s;
res p

erit d
o
m
in
o

）
と
い
う
原
則
で
あ
る
。
そ
し
て
、
岡
松
博
士
が
瑕
疵
担
保
責
任
の
根
拠
と
し
て
想
定
し
た
の
も
、
物
の

瑕
疵
と
い
う
「
事
変
的
損
害
」
を
売
主
に
帰
せ
し
め
る
も
の
で
あ
り
、
右
の
原
則
で
あ
っ
た
と
解
さ
れ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
岡
松

博
士
の
よ
う
に
、
瑕
疵
担
保
責
任
を
広
く
危
険
負
担
の
原
理
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
る
こ
と
と
、
民
法
五
三
四
条
の
適
否
と
の
間
に
は
、

鳩
山
博
士
の
指
摘
す
る
よ
う
な
齟
齬
は
な
い
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

な
お
、
瑕
疵
担
保
責
任
を
危
険
負
担
の
原
理
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
る
と
、
不
特
定
物
の
売
買
に
お
い
て
は
そ
の
危
険
の
移
転
時
期
、

す
な
わ
ち
、
特
定
の
時
期
が
問
題
と
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
明
治
期
に
、
民
法
四
〇
一
条
二
項
（
五
三
四

条
二
項
）
の
適
用
に
よ
る
と
す
る
見
解
（
岡
松
・
横
田
）
と
、
売
主
の
一
方
的
な
行
為
に
よ
っ
て
は
特
定
せ
ず
、「
当
事
者
ノ
合
意
ア
リ

タ
ル
時
」
に
の
み
特
定
す
る
と
の
見
解
（
曄
道
）
が
対
立
し
て
い
た
こ
と
は
、
注
目
に
値
し
よ
う
。
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鈴
木
禄
弥
『
債
権
法
講
義
』（
創
文
社
、
四
訂
版
、
二
〇
〇
一
年
）
二
三
五
頁
。
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谷
口
知
平

五
十
嵐
清
編
『
新
版
注
釈
民
法
（
13
）』（
有
斐
閣
、
補
訂
版
、
二
〇
〇
六
年
）
六
四
〇
頁
以
下
〔
甲
斐
道
太
郎
執
筆
〕。
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甲
斐
・
前
掲
注
（
118
）
六
四
一
頁
。

【
付
記
】

本
稿
を
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め
る
に
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り
、
日
本
学
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振
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会
科
学
研
究
費
補
助
金（

19530079）

の
助
成
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
付
記
し
ま

す
。
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